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経 済 労 働 委 員 会 記 録＜第３号＞ 

 

 

開会の日時 

 

年月日  令和７年10月１日 水曜日 

開 会  午前 10 時０分 

散 会  午後４時４分 

 

 

場   所 

 

第１委員会室 

 

 

議   題 

 

１ 乙第６号議案 沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

２ 乙第11号議案 県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について 

３ 乙第12号議案 県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について 

４ 請願第１号外３件及び陳情令和６年第72号の２外35件 

５ 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について 

６ 決算事項に係る調査日程について 

７ 閉会中継続審査・調査について 

８ 参考人からの意見聴取について 

 

 

出 席 委 員 

 

委  員  長  新 垣 淑 豊 

副 委 員 長  次呂久 成 崇 

委   員  新 里 治 利 

委   員  仲 村 家 治 

委   員  大 浜 一 郎 
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委   員  座 波   一 

委   員  儀 保   唯 

委   員  上 原 快 佐 

委   員  仲 村 未 央 

委   員  上 原   章 

委   員  瀬 長 美佐雄 

委   員  當 間 盛 夫 

 

 

欠 席 委 員 

 

       なし 

 

 

説明した者の職・氏名 

 

商 工 労 働 部 長  知 念 百 代 

  産 業 雇 用 統 括 監  嘉 数   晃 

 ものづくり振興課長  波 平 志津代 

 中 小 企 業 支 援 課 長  松 本   一 

 雇 用 政 策 課 長  新 里 恵 美 

 労 働 政 策 課 長  西 垣 紀 子 

 

 

参考人招致のため出席した者の職・氏名 

 

（陳情令和６年第134号及び同第210号について） 

（参考人） 

うちなーぐち会 会 長  源 河 朝 盛 

（補助者） 

うちなーぐち会 相 談 役  仲 吉 信 勝 

うちなーぐち会 事務局員  レデン 晴 美 
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（陳情第128号について） 

（参考人） 

沖縄県農業協同組合中央会 代 表 理 事 会 長  前 田 典 男 

沖縄県農業協同組合中央会 代 表 理 事 専 務  嵩 原 義 信 

沖 縄 県 農 業 協 同 組 合 代 表 理 事 専 務  平安山 英 克 

ゆ が ふ 製 糖 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長  島 尻 勝 広 

（補助者） 

沖縄県農業協同組合中央会 農 政 営 農 部 次 長  宮 城 裕 介 

沖 縄 県 農 業 協 同 組 合 さとうきび振興部次長代行  仲 里 洋 希 

ゆ が ふ 製 糖 株 式 会 社 常 務 取 締 役  金 城   輝 

ゆ が ふ 製 糖 株 式 会 社 ア ド バ イ ザ ー  大 田   一 

ゆ が ふ 製 糖 株 式 会 社 元 専 務 取 締 役  祖 慶 史 哉 

 

 

 

〇新垣淑豊委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。 

 まず初めに、陳情令和６年第134号及び同第210号に係る参考人からの意見

聴取についてを議題といたします。 

 ただいまの議題につきましては、去る９月26日の本委員会での決定に基づ

き、陳情令和６年第134号、同第210号の審査の参考とするため、陳情者を参

考人として招致し、説明を求めるものであります。 

 本日の参考人として、うちなーぐち会の会長源河朝盛氏の出席をお願いして

おります。 

また、源河参考人から、仲吉信勝氏、レデン晴美氏を補助者として同席させ

たいとの申出があり、委員長として適当であると判断し、出席を許可したこと

を御報告いたします。 

 この後、参考人聴取を行いますが、おおむね１時間をめどとして終了できる

よう、各委員の御協力をよろしくお願いいたします。 

 参考人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠に

ありがとうございます。 

 参考人から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明を申し

上げます。 
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まず、参考人から御説明をいただいた後、委員から参考人に対し質疑を行う

こととしております。 

 なお、参考人が発言しようとする際は、あらかじめ委員長の許可を得なけれ

ばならず、発言は、陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。 

 また、本日の委員会は参考人の説明を聞く場でありますので、参考人が委員

に対して質疑をすることはできませんので、御承知おきください。 

 それでは、陳情令和６年第134号「沖縄語（うちなーぐち）を沖縄県の共通

語とする条例の制定を求める陳情」及び陳情令和６年第210号「うちなーぐち

のカタカナ表記法に反対する陳情」について、提出に至る背景及び目的等につ

いて、合わせて５分程度で簡潔に御説明をお願いいたします。 

 それでは、源河参考人。 

 

〇源河朝盛参考人 グスーヨー チュウウガナビラ。ワンネー うちなーぐち

会ヌ会長ヲチトメトール源河朝盛デイチョービンサイ。チューヤユタサルグト

ゥ ウニゲーサビラ。 

 陳情の趣旨を読み上げます。 

うちなーぐちを県の共通語として条例で制定を求める陳情から説明に入りま

す。１番目の陳情でありますが、ウチナーグチはですね、数百年前の琉球王国

時代から、公用語ウチナーグチとして使われてきております。 

 それからおもろとか、これおもろは500年前のものでありますが、おもろと

か組踊ですよね。組踊も、約300年以上のものでありまして、これ国指定の重

要無形文化財にも指定されておりますね。 

 それから古典音楽、古典舞踊、民謡、エイサー。このエイサーなどは沖縄県

だけにとどまらず、ヤマトやハワイ、南米、世界中に広まっております。エイ

サーなどは、もろもろの琉球、沖縄が世界に誇る芸能であります。 

 これらの琉球芸能のほとんどには、琉歌が挿入されており、琉歌なくして

は、琉球・沖縄の芸能は成り立たないと言っても過言ではありません。琉歌は

本島はもちろんのこと、各離島や外国人にも愛好家が多くいらっしゃいます

が、しまくとぅばで作られた琉歌は、ウチナーグチに直さないと、正式な琉歌

にはなりません。 

 それから今日から10月１日に入っておりますね。10月30日は県が定めた世

界のウチナーンチュの日として定められておりますね。そして、５年越しに世

界のウチナーンチュ大会がありますが、世界のシマンチュ大会というのはこれ

は、どこの島かという疑問が持たれますので、あくまでも世界のウチナーンチ

ュ大会であります。シマンチュではありません。シマンチュというのは、各地
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域の人々のことであります。 

 これが今１番目の説明でありますが、２番目のうちなーぐちのカタカナ表記

法に反対する陳情について述べたいと思います。 

 この２番目のうちなーぐちのカタカナ表記法使用に反対する陳情についてで

ありますが、琉球王国時代に、アメリカ、フランス、オランダ等と結ばれた修

好条約の文書なども全部漢字平仮名交じりで成り立っております。先に述べた

沖縄の芸能、また古文書等は全て漢字平仮名交じりで成り立っております。 

 それから沖縄語辞典というのがあるんですが、この沖縄語辞典でも、漢字平

仮名交じりで成り立っております。そういう理由から、ウチナーグチに片仮名

表記を用いるのは反対であります。 

 しかしですね。言語圏の違う、例えば宮古とか八重山、与那国の島々の、黒

島とか鳩間島とか、たくさんありますけれど、そういう八重山方面では、昔か

ら片仮名表記に慣れ親しんでいる人がたくさんいらっしゃるんですよ。 

 私は、各役所とかいろいろな団体に電話をして確認してみたんですが、それ

に私の知り合いの名桜大学の教授がいらっしゃるんですけれど、鳩間島の出身

でありまして、名桜大学の名誉教授でありますが、その先生からも聞いた話に

よると、この、宮古、八重山、与那国のあの辺りは、昔からですね、片仮名表

記になじんでいる人が多いと。 

 だから、これはね、私がウチナーグチへの、片仮名表記に反対というのはあ

くまでも歴史のあるウチナーグチに対しての反対でありまして、多様性を尊重

する意味で、宮古や八重山、与那国などは、言語圏が違うということはユネス

コもちゃんと認めておりますので、そういう言語圏の違うところは片仮名表記

を認め、そのまま、昔からの風習で認めてもいいのではないかと私は思ってお

ります。 

 ５分程度ということでありますので、これで陳情の説明を終えたいと思いま

す。 

 イッペーニフェーデービル。 

 

〇新垣淑豊委員長 参考人の説明は終わりました。 

これより、陳情令和６年第134号、同第210号に係る参考人に対する質疑を

行います。 

 なお、質疑・答弁にあたっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないよう簡潔にお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 
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〇大浜一郎委員 私は八重山なんですけれどね。私はいまだに沖縄本島の方言

が分かりません。早口で言われるとさっぱり、特に中部に行くと全く分かりま

せん。与那国の言葉も聞けません。宮古も分からないです。 

 今おっしゃったように、もういろいろな地元の方言がありますよね。集落に

よっても変わる。石垣島でも集落が変わるとちょっと違うんですよ。ちょっと

イントネーションとかですね、言葉で違いがあって。本当に不思議だなと思っ

ていますけれども。 

今言語圏が違うということがありましたけれど、なぜこんな言葉になったの

かという研究、実は私も昔、このことで大学の先生なんかにも聞いたことある

んですけれど、あまりまともな御説明がなされていなくてですね。文法はもち

ろん一緒なんですけれど、なぜこの言葉になっちゃったのかと。なぜここまで

変わるのかというのがなかなか分からない状態を経験をして、いまだにやはり

難しいですよ。 

 結局この条例化の問題を、源河先生はちょっと求めていらっしゃいますけれ

ども、最後に、ウチナーグチを沖縄県の共通語ということの、この沖縄県の共

通語。沖縄県はあくまでも日本の一地域、歴史的な背景は別としても、今は日

本国を構成する一県として存在しているわけで、基本的に共通語は今、しゃべ

っているような言葉だというふうに思うんですけれど。 

 基本的に沖縄県が条例で制定するという、この共通語というニュアンスをも

う少し分かりやすく説明してほしいんですよ。 

 条例というのはこれ県における、ある意味法律とまでは言えないけれども、

準法規みたいなものに、守らなければならないというような形になりますから

ね。要するに、沖縄に来たらこれを使わなければならないというふうになって

くる。我々のイメージと源河さんのイメージでは少し違うかもしれませんの

で、その辺のところ。条例にまでしてほしいという、推奨しましょうなら、な

るほどそれもそうですねという話になるかもしれませんけれど。ある意味、条

例化するというのは、そう決めてしまうと。そういうことをしなければならな

いとまでは言わないけれども、まずそれなりの重みが出てくるものです。 

 沖縄県におけるウチナーグチを共通語とするということの意味付け。そうい

ったものをもう少しかいつまんで教えていただければなと思います。 

 

〇源河朝盛参考人 今の質問に、私の知っていることをお答えしたいと思うん

ですけれどね。 

 2006年に、県はしまくとぅばの日というのを９月18日、条例で定めました

よね。もう19年目になっておりますが、県がしまくとぅばの日と決めた意図
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は･･････。 

その前にですね。国際連合教育科学文化機関、いわゆるユネスコというのが

ありますよね。ユネスコが沖縄の琉球諸語を、これ琉球諸語とユネスコは言っ

ているんですが、琉球諸語をね、６つに区分してあるんですよ。奄美、国頭、

沖縄、宮古、八重山、与那国の６つの言語圏があると。 

そして、６つの言語圏の中にさらにですね、集落ごとに、部落ごとにまたシ

マヌクトゥバっていうのがあるんですよね、生まれ故郷の言葉が。これが約

800あると言われているんですよ。 

今の県のしまくとぅばの普及の方法を見ていると、どこの言葉を使っても全

部しまくとぅばっていう。この800のウマリジマヌ言葉を一つにくくって、

今、広めようとしているわけですよね。それで県民がですね、非常に戸惑って

いるんですよ。しまくとぅばという言葉一くくりにしたものだから。 

例えば、那覇の泊の言葉、垣花の言葉とかありますよね。そういう、どこの

言葉も全部１つにしまくとぅばだからウチナーグチ使ってもしまくとぅば、宮

古、八重山の言葉を使ってもしまくとぅばってメディアもそれをね、やってお

りますので、集落の言葉が約800あると言われているんですけれど、県がこれ

を平等に広げないといけないという考え方なんだけれど、これは現実問題に、

800のしまくとぅばを広めるというのはこれ不可能でありますのでね。アブ蜂

取らずと言って、二兎を追うものは一兎も得ずという言葉もあるんだけれど、

これはこの800の言葉というのは星の数ほどある言葉を、一つにまとめて普及

するというのは無理がありますので。 

シマヌクトゥバというのはですね、集落ごとにイントネーションが違います

よね。アクセントを入れるところも違う。それからもう一つ、大事な特徴があ

るんですけれど、語尾の切り方が違うんです、集落によって。急に跳ね上げて

終わるところ、下げて終わるところ。ウチナーグチは、ほとんどフラットにな

っている。これを専門用語では平板型というんですけれど、ウチナーグチは平

板型になっていて、非常に覚えやすいんですね。教える方も習う方も非常に覚

えやすいと。 

 それにウチナーグチは、昔から琉球王国時代からウチナーグチは使われてき

ておりますし、それから戦後、ＲＯＫだったですかね、水曜劇場というのがあ

りまして、毎週水曜日の約１時間のウチナーグチ芝居があったんですよ。 

 これはもちろん電波で、各離島に行きますので、離島の方たちも、この水曜

劇場というのを見て、ウチナーグチ芝居を見て、ウチナーグチのこと分かって

いる人たくさんいらっしゃるんですよ。ラジオでもウチナー芝居が流されてい

たんです。これずっと長い間あって、当時はちょっと娯楽が少ない時代でした
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ので、家族みんなこのテレビに集中して、テレビのないところはテレビのある

ところに集まって、このウチナー芝居を見たんですよね。ですから、ウチナー

グチというのは、電波の力によって、各地域に流されているんですよ。 

だから、例えば、ヤンバルの人でも島尻の人でも宮古、八重山の人でも、

私、知人がたくさんいるんですが、ほとんどの人がウチナーグチは分かるんで

すよ。だけど我々は宮古、八重山、与那国、黒島方面のことは分からないと。

だから、共通語として、ウチナーグチが適当であるんじゃないかなあという私

の考えなんですよね。 

 ウチナーグチを知っている人は、各地域の人たちもたくさんいらっしゃるん

です。 

それから沖縄ハワイ協会の会長をしていた高山朝光先生とも相談してみたん

ですけれど、高山朝光先生も、ウチナーグチを共通語に持っていったほうがよ

いとアドバイスもありまして、もう私の考えと合致したものですから、陳情書

を出したわけです。 

 いろいろほかにも説明したいことあるんですけれど、そうするとまた時間の

問題がありますので、一応これで止めておきます。 

 

〇大浜一郎委員 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

座波一委員。 

 

〇座波一委員 源河さん、御苦労さまです。 

 私もウチナーグチというかしまくとぅばの素晴らしさは、実感しています。

私の年代的にいうと、多少は使えるわけですけれど、日常的に使うのは今ちょ

っとできないんですけれどもね。流暢に使いたいなという気はあるんですけれ

ども、なかなかできていないのが現実です。 

 今ですね、しまくとぅばが全部で800種あって、それをウチナーグチという

ものに、要するに本島で使われている、中心地で使われているものがウチナー

グチという位置づけで、ウチナーグチにまとめて共通語にすべきではないかと

いう趣旨ですよね。となると、ヤンバルから離島からあちこち、いろいろな

800語からなるしまくとぅばを、共通語としてウチナーグチに統一するのは、

ちょっと、これこそ地域の、各離島地域の文化を大切にすることと相反するん

じゃないかなという心配があるんですけれども、そこはどう思いますか。 
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〇源河朝盛参考人 県が2006年にしまくとぅばの日を決めてから、余計に沖

縄の言語が複雑になっていると私は思っているんですよ。 

今話しましたように、各地域ごとにイントネーションが違う、アクセントの

入れ方も違う、語尾の切り方も違うということで、例えば私もヤンバルにも友

達がたくさんいるし、いろいろな、島尻にも、宮古、八重山にも知り合いがい

るんですけれど、そこの方々は、ウチナーグチは大抵は理解できるんですよ。

話はできなくても少なくとも聞くのはできるんですよね。しかし、私たち本島

に住んでいる人は、各離島の言葉はあまり理解できないと。 

このダイバーシティを尊重する意味で、宮古、八重山、与那国とかその他の

離島の言葉は尊重する意味で私もそれ大賛成ではありますよ。ですから、まず

ユネスコが定めた６つの言語圏別に分けて、普及活動したらどうかなという思

いなんですけれどね。やはり、国際連合のユネスコがそういうふうに言ってお

りますのでね、６つの言語圏があると。 

 これは、今県が定めているしまくとぅばですよね。沖縄には、本来しまくと

ぅばという単語はないんですよ。ウマリジマヌクトゥバとかね、ワッターシマ

ヌクトゥバとか、イガルークトゥバとかイガタークトゥバ、ドゥーヌシマヌク

トゥバという呼び名はあるんだけれど、しまくとぅばというのは造語なんです

ね。 

 私これ文化協会の集まりで狩俣先生に直接、公衆の面前で質問したことがあ

るんですが、ユネスコは、奄美、国頭、沖縄、宮古、八重山、与那国、この

６つに分けているけれども、しまくとぅばというのはユネスコが区分した言語

の中に入っておりませんが、これは造語ではありませんかと質問したんです

よ。そしたら、そうです、造語です、立派な造語です、という言葉が返ってき

たんですよ。 

 そのあと私は県の文化協会やしまくとぅば普及センターとか、しまくとぅば

普及推進室なんかで電話で聞いてみたら、狩俣先生と同じ考えですと言われた

んですよね。 

 県が言うしまくとぅばというのは、本当の意味は生まれ故郷の生まれ島の言

葉という意味らしいんですよね。ですから、生まれ島の言葉は十分尊重すると

いう考えを、私も、私たちうちなーぐち会も持っているんですよ。 

 だけど今みたいに、どこの言葉を使ってもしまくとぅばというと、これ混乱

してしまうんですよね。だから、せめて６つの言語圏で一番多く使われている

ウチナーグチを共通語に定めた場合には、学校教育に入れた場合でも教えやす

いんじゃないかなと。ウチナーグチは言葉がフラットになっており･･････。 
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〇座波一委員 私の質問に対する答弁はですね十分理解できました。 

ありがとうございます。 

 県議会でですね、これを条例化したのは、この県民がですねウチナーグチの

みならず、各地域のしまくとぅばを大切にしてくださいという趣旨が大きかっ

たと思うんですよ。ですので、私たち県議会は、そのように解釈して今までや

っておりまして、例えば今、石垣の大浜一郎委員とか、あるいは次呂久成崇委

員とか、宮古の下地議員とか、彼らもですね、このウチナーグチをあまり理解

できないけれども、自分たちの言葉で、しまくとぅばで、議会で挨拶したりす

るんですよね。 

 そういうふうな、このしまくとぅばが使われるようになったということはと

てもいいことだと思いますので、県議会が採択した件についてはですね、今後

もこのような形でいいのではないのかなという気がして。それを今、共通語に

するということ自体がウチナーグチとして、そこについてはやはりその地域の

皆さんの考え方もあるでしょうし、そういうことを率先して、私たちが提案す

るということはどうかなと今そういう気がしてます。 

 ただ一つ言えることは、片仮名の件もありました。これはですね、私もちょ

っと違和感を感じています。というのは、外来語とかで使うときに片仮名をよ

く使うんですよね。外来語とか、そのような扱いに見受けられないかという心

配がある。 

知事の答弁の中での、ウチナーグチ挨拶も全て片仮名に変わっているんです

よね。あれも非常に、ぱっと見、言葉として言えば通じるけれど、全く風味の

ない、何ていうかな、漢字と絡め合わせた平仮名とする表現だったら非常に見

ていても分かりやすいんですよ。片仮名で羅列したような言葉になってしまっ

て、全く味気ないなという感じがして、これは私も同感です。沖縄県が率先し

て、全て片仮名扱いにするというのは、私はどうかなと前からずっと思ってい

たものですから。まるで外国語を使っているような口調で、片仮名で並べられ

たらどうかなという考え方は私は持っていますので、そこは取り組んでみたい

なと思いますけれど。 

 私の考えです。 

 

〇源河朝盛参考人 今の片仮名表記の件ですね。皆さんの手元に届いています

かね。琉歌を私は送ってあるんですけれど、琉歌を御覧になっていただけます

かね。一目瞭然で片仮名ではまずいよということが分かるようにするために、

琉歌の資料も送ってあるんですけれどね。 

この琉歌は、沖縄本来の伝統的な漢字平仮名交じりですると、ヤマトゥンチ
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ュが見ても意味が分かるんですよ。だけどそばに、分かりやすいように片仮名

で私が打ってありますよね、２行目にね。 

 例えば「恩納松下に禁止の碑ぬ立ちゅし恋偲ぶまでぃぬ禁止やねさみ」です

よね。これ漢字平仮名交じりであると意味が大体分かるんです。しかし左側の

片仮名表記、これ私が読んだら、ウチナーグチ分かる人が読んだら分かりま

す。しかし、ウチナーグチ知らない人がこの片仮名表記を読むと、どこで切っ

ていいのか。琉歌には句読点はありませんのでね。どこで切っていいのか分か

らない。全く意味が分からないわけです。ですからこれが非常に分かりやすい

資料だと思って送ってあるんですけれどね。 

 この片仮名表記はどうしても、これ認められないんですよ。でも私これ読む

のひょっとしたら忘れたかもしれないんですけれど、しかし言語圏の違う宮

古、八重山、与那国等では、昔から片仮名表記になじんでいる人が多いので、

ダイバーシティを尊重する意味からしても島の言語、または表記法を尊重され

るべきであると思いますというのを、私さっき読んだか読まなかったか忘れて

しまったんですけれどね。そういった地域ごとにユネスコが定めた言語圏別に

やると、問題は起こらないわけなんですよ。 

 

〇座波一委員 分かりました。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

上原章委員。 

 

〇上原章委員 どうも。上原といいます。 

 今回の趣旨は、先ほどのお話で、いろいろ理解できました。私はルーツは糸

満で、やはり糸満の門中の皆さんの集まりに行くと、やはり糸満の血が、も

う、老いも若きもという地域なんですけれども。 

 せんだって、移民125周年のハワイのほうで、やはり県人連合会の皆さんと

の交流もありまして、各都道府県別に、また沖縄から来た式典に参加する方々

とも、それぞれ市町村別において交流がありまして。やはり一世、二世から受

け継いだ三世、四世のいろいろな方々が、もう本当に集いあってきて、むしろ

沖縄にいる我々よりも、ウチナーグチをですね、それぞれふるさとの言葉をし

っかり受け継いでいる姿を見ると、このふるさとをつなぐウチナーグチを大事

にされているんだなというのが、南米もそうですし、北米もそうなんですけれ

ども。私自身が改めてもう移民の人たちの歴史の重みというのは、非常にこの

言葉は、またウチナーグチを通して琉舞も、いろいろな文化も大事にされて、
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上原さん三線できませんかと言われて、ちょっとできなかったんですけれど。 

 やはりウチナーグチ、しまくとぅばを本当に大事にしていく、次の我々の時

代、また世代に継承していくというのも同じ思いだと思うんですけれども。こ

の辺が、本島の言葉が分かりやすい、教えやすい、いろいろな思いもあると思

うんです。何とかこの普及していくための、みんなで考えないといけないとは

思うんですけれど。 

このふるさとの言葉を大事にしている人たちの、先ほどは尊重されるという

話はありましたけれど、あえて共通語という形でウチナーグチにしていくとい

うのが、ちょっと、先ほど来お話があるんですけれど。この辺のこれまでふる

さとの言葉を大事に、それをもっともっと大事にしていこうという人たちの思

いというのも考えないといけないのかなという思いがあるんですけれど、この

辺、源河さんは、改めてすみません、尊重はすると、さっき聞いたんですけれ

どね。 

 

〇源河朝盛参考人 自分のウマリジマの言葉、ふるさとの言葉ね、これ非常に

大切なんですよ。これは祖先から伝わってきた心のよりどころですよね、言葉

というのはね。これは非常に大切なんです。ですから、これを否定するという

意味ではありません。しかし、しまくとぅば今さっき話しましたように、約

800あるので、これを教える、広めるということは非常に難しいところがある

ので、共通語をつくって広めながら、各地域では自分のウマリジマの言葉も習

い、勉強するというそういう考え方なんですよ。 

 それから例えばですね。今、糸満の話が出ましたけれども、糸満の言葉も残

すべきなんですよ。だけどこの地域の言葉というのはですね。地域の人たちが

頑張って残さないといけないんです。 

 例えば糸満の言葉を私たちが残そうとしてもできるわけがない。分からない

んだから。糸満の言葉は糸満の人たちが頑張って残すべきでありまして。それ

から垣花の言葉は垣花の人たちが残すべきであってね。 

 ですからこれ全部しまくとぅばと一つにくくってしまうよりは、まずウチナ

ーグチを共通語にして。例えば日本本土でも大阪弁と京都弁、熊本弁とか長崎

弁とかたくさんありますよね。堂々と使っていますよね、自分たちの言語を

ね、あれでいいんですよ。ですから自分たちの生まれ島の言葉は堂々と使って

いいと思いますよ。 

だけど、日本もやはり共通語というのがありますよね。私が言うのはそうい

う意味なんです。地域の言葉は堂々と使ってください。これ地域の言葉を残す

のは、地域の人が頑張らないと残せないんですよ。これ、県全体で広めようと
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してもできるわけがない。 

 そういう意味では、私はまず共通語のウチナーグチを条例で定めて、そうし

ながら2006年に定めたしまくとぅばの日、あれも同時に並行して進めながら

というそういう意味であります。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 〇次呂久成崇委員。 

 

〇次呂久成崇委員 私も八重山なんですけれど、先ほど、例えばウチナーグチ

を平仮名表記にというお話されていたんですけれども。 

 確かに、私たち八重山のほうでは例えば三線の工工四とかというものも全部

片仮名で表記はされています。ただ、青年会などで歌を歌うときには、平仮名

に直したほうがやはり意味が分かりやすいということで、それぞれ工夫したり

しているというところでは、確かに意味合いを考えるときは、ウチナーグチだ

ろうがしまくとぅばであろうが、平仮名のほうが理解はしやすいのかなという

ふうに思っています。 

 ただ、一方で、ウチナーグチを共通語にというところでは、どうしてこのウ

チナーグチを、片仮名ではなく平仮名へというところでは、そのしまくとぅば

の多様性というのを認めておきながら、なぜこの言語だけは共通語にしなけれ

ばならないのかというところは、私も沖縄本島の方言全く分からないので、な

ぜそうしなければならないのかというところに、少し理解ができないんです

ね。 

 先ほど源河さんのほうでは、沖縄本島の方言は離島の人はしゃべれなくても

聞こえるけれど、沖縄本島の人たちは、離島のしまくとぅばは全く分からな

い。だから、沖縄本島に合わせたほうがいいって言っているように私は感じた

んですね。それって結局は、押しつけになるんじゃないかなと。だからそうい

うところで何か整合性が取れないような気がするんですよ。それについてちょ

っとお考えをお聞きしたいなと思っています。 

 

〇源河朝盛参考人 しまくとぅばとウチナーグチと分断しようとかそういう意

図は全くないんですよね。 

 今さっき話しましたように、自分の生まれたところのふるさとの言葉という

のは大切にしましょうというのは大賛成なんですよ。ただ私が申し上げている

のは、約800もある地域の生まれ島の言葉を、これを県が広めようとしたため

に今混乱しているということ。例えばメディアの書いたいろいろな記事を見て
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も、どこの言葉を使っても全部しまくとぅばと書いてあるんですよ。 

 ですから沖縄の言語はしまくとぅばだと、今外国にも広まっていってしまっ

ているんですよね。世界のウチナーンチュの人たちも、沖縄の言語はしまくと

ぅばだと。 

 これがですね、困るんじゃないかなと思うんです。やはり沖縄は他府県と違

って、独特の歴史がありますのでね、もともとは国だったんですよね琉球国。

その歴史を踏まえても、やはり、我々のアイデンティティーとしては、琉球

国。今はもちろん法律的には日本国民でありますけれど、本当はウチナーンチ

ュなんですよね。ウチナーンチュであって日本国民であるわけですよ。 

 ですから、外国へ例えば旅行に行ったときなんか、久米島から来ましたとか

ね、垣花から来ましたとか言ったら通じないわけですよ。やはり沖縄からとい

うと、世界的に沖縄は知られておりますのでね。だからそういう意味でも言葉

をウチナーグチを共通語に持っていったほうが、観光面でも有利に働くんじゃ

ないかなと思うんです。 

 いろいろ各店舗なんかでしまくとぅばで発するよりも、ウチナーグチを共通

語に決めてそれで観光客にも対応したら、観光立県沖縄としても、ためになる

んじゃないかなあと思っているわけですよ。 

 以上ですね。 

 別に、これ分断しようとか何とかそんな意図は全くないですよ。私は生まれ

島の言葉は非常に尊重しています。そういうことです。 

 

〇次呂久成崇委員 私は個人的にウチナーグチというのは、その各地域のやは

りしまくとぅばがそれぞれあって、その多様性を認めていて、それを総称して

言うのがウチナーグチなのかなと私は思っているんですよ。だからしまくとぅ

ばって一つじゃないよねっていうところですね。 

 だけどそれを一つにまとめてしまうと、多様性を認めるというところに相反

してくるんじゃないかなというふうに私はちょっと感じていたものですから。

一つじゃないっていうよさが私はいいのかなとは思ってはいます。 

 

〇源河朝盛参考人 例をとって本土のこと言いましたよね。あそこもね、共通

語がありますよね。元は標準語と言っておりましたよね。今は共通語と言って

おります。 

 しかし熊本弁とか長崎弁、いろいろな広島弁、大阪弁いろいろ、みんな堂々

と自分の言語を使って話しておりますよね。私はあの状態を話しているんです

よ。沖縄も、自分の生まれ島の言葉をどうぞ堂々と話してください。しかし沖
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縄はもともとは琉球国という国でありましたので、他府県と違う独特の歴史が

ありますので、ウチナーグチはやはり自分たちのアイデンティティーとして、

残すべきであるということで、これはしまくとぅばと整合性がどうのこうのと

いう考えではありません。 

 ウチナーグチはやはり、６つの言語圏の中で一番多く使われているのがウチ

ナーグチでありますので、それで共通語に条例で定めてくださいということで

あります。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 當間盛夫委員。 

 

〇當間盛夫委員 源河さん今日はありがとうございます。 

琉球王国の言葉の遍歴ということがあるんですけれど。 

この薩摩の侵攻から始まっていると思うんですね。琉球語、ウチナーグチが

ね、なくなってくる１つの部分というのは、結局薩摩の侵攻もこれ400年の歴

史の中で、日本語、薩摩語っていうのか皆さんで書かれている薩摩藩の日本語

を使用ということで、これから始まる。 

 これ見てくると、廃藩置県が1879年、150年ぐらい前にはもうこの皇民化教

育だとか、今いう同化政策の中で、もう日本語を使えと。 

僕は他府県と違うと思っているんですよ。琉球王国だった我々が、結局

400年前に薩摩の侵攻で、そういったことを失わされるわけですよね。150年

前には廃藩置県ということで、ウチナーグチを使うなと。日本語使えというも

のからすると、今源河さんがおっしゃっていたように、ほかには熊本弁だとか

大阪弁あるよねと、そういったところは、大阪弁使うなとかいうのはなくて、

沖縄だけがあったわけで、ウチナーグチを使うなということは。これは150年

前からあって、このことが終わったら次は、80年前に戦争に負けて、例えば

日本復帰する前も我々も方言使うなという教育を受けた世代なんですよ。 

 そういった部分がある中での、今このウチナーグチを共通語にしようという

ものは、沖縄のアイデンティティーをつくろうという形になってくるんですけ

れど。これ難しいところの部分が僕はね、クトゥバウシナイネー クニウシネ

ーンドーというものは、僕はもう400年前に、ウチナーはこの言葉を失ったこ

とで、沖縄という、琉球国というものもなくなってしまったんじゃないかとい

うようなところもあるんですけれど、その辺、源河さんはどうお考えになりま

すか。 
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〇源河朝盛参考人 我々の祖先は、琉球人であったってことはこれ歴史からし

てもはっきりしていますよね。しかし、今その話を持ち出すのは古いと思うん

ですよね。 

 もともと自分たちの祖先は、琉球人であったことは間違いないわけですよ。

でも、やはり自分たちは、琉球人の子孫として、この自分たちの心のよりどこ

ろである言語というのは人間にとって欠かせない。人間は社会的な動物である

と哲学者が言っているように、自分たちの祖先が使っていたこの琉球の言葉。

これ今はしかし、年月がたって時代の流れによってだんだん変わってきて、現

在のウチナーグチになっているわけですよね。 

 これはもう、必然的にそうなるべきだと思うんですよ。昔の言葉を使いなさ

いという意味ではないですよ。時代の流れによってだんだんだんだん古い言葉

が淘汰されて今のウチナーグチが残っております。 

 今残っているウチナーグチを各地域の島々の言葉と融合して、現在のウチナ

ーグチが残っているわけです。そのウチナーグチを、ですから、沖縄県では一

番多く使われているウチナーグチを、共通語にしたほうが、学校でも教えやす

いんじゃないかなと思ってね。しまくとぅばは学校でもし教えるとした場合

に、各地域からネイティブ話者を連れてきて教えるというのはこれできないで

すよね。 

 ですからウチナーグチだったら教えられる人たくさんいるんですよ。これは

どうしても共通語というのは必要だと思うんですけれどね。 

 それからね、しまくとぅばが何でこの各地域によって、しまくとぅばがある

かというのは、封建制度が昔ありましたよね。例えば私たちが子どもの頃もで

すね、隣部落に遊びに行くときは、すぐけんかが始まるわけですよ。 

 あの当時は青年団でも、他島の人と交際するなとかそういう封建的な関係が

あって、他島の人と結婚するなとか、そういうふうにして、エイサーでも、各

他島のエイサーとぶつかりあった場合には、棒を持ってけんかするような、そ

ういう封建制度が、これいい意味でも悪い意味でも、封建制度が残っていたた

めに、しまくとぅばが残ったんですよ。 

これはいいか悪いかは話は別にしてですね。今封建制度なくなっていますよ

ね。だから、しまくとぅばもほとんどなくなりつつあるんですよ。 

 だけど、その地域の人が自分たちの島の言葉を残したいと思えば、地域の人

が頑張って残すべきだと私は思っているんです。 

 

〇當間盛夫委員 源河さんの言われていること分かります。例えば八重山だっ

たら八重山の言葉もあるし、宮古は宮古の言葉があるし。でも、このままだっ
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たらウチナーグチ自体が全部なくなってしまう、もう分からなくなってくるの

があるから、まずは共通語としてという意味も分かる。 

僕は、小禄なものですから、小禄もウルククトゥバっていうことでウルクは

訛りなんですよね。ウルク訛りの部分でのものがあるんですけれど。それはそ

れでやるかといったら、これは地域の人が頑張ればいいという部分で、ウチナ

ーグチということを、基本的な部分という考え方も分かるんですけれど、地域

ごとにまたしまくとぅばがあるという。これはどう整合性を合わせていくかと

いうことになってくるというふうにも思っていますので。 

 でも今日のこのやはり琉球王国のこの歴史の流れがどうあるかということ

も、我々そのことも分かりながら、ウチナーグチがどう変容してきたというこ

とも我々もっと勉強していかないといけないなというふうに思うんで、ありが

とうございました。 

 

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

仲村家治委員。 

 

〇仲村家治委員 私仲村と申します。 

當間盛夫さんと一緒で小禄なんですけれども。源河会長が思っているこのウ

チナーグチ、共通語というのは、基本的には首里の言葉なんですか。どこの方

言ですか。 

 

〇源河朝盛参考人 昔の琉球王国時代のときはですね。首里の貴族の言葉であ

ったわけです。しかし廃藩置県で、貴族は全部、各地域、田舎に下りて行きま

したよね。それでも各地域の言葉と、今さっきも申し上げましたけれど、首里

の貴族の言葉では一般の平民の人たちと話が通じないんですよね。それで、言

葉がだんだん柔らかくなって融合していって、長い年月を経て、今のウチナー

グチができているということですよ。 

 もともとは首里の貴族の言葉が、琉球国の公用語であったわけですよね。廃

藩置県から146年になりますので、イナカウリして、首里の侍たちもいろいろ

な芸能も広めながら、芸能も組踊とか堅いものだけやるとみんな飽きてしまう

ので、いろいろなチョウギンをつくったり、芝居をつくったりいろいろ崩して

いって、各地域の人たちと共存しながら、言葉も融合していって、現在のウチ

ナーグチが残っているということですよ。 

 

〇仲村家治委員 今、生活をしてテレビとか芸能とかいろいろあるんですけれ
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ど、ふだん、僕なんかが耳にするウチナーグチっていうのはどんなのがありま

すか。 

 

〇源河朝盛参考人 例えば私最初に自己紹介したときに、ワンネー うちなー

ぐち会ヌ会長ヲチトメトオル源河朝盛イチョービーンサイ。チューハユタサル

グトゥウニゲーサビラ。これがウチナーグチですよね。また最後にニフェーデ

ービルと言いました。これはウチナーグチであって、これはしまくとぅばじゃ

ないですよ。県はしまくとぅばと言っているけれどね。これはウチナーグチな

んです。しまくとぅばではないです。この辺がごっちゃになってしまっていま

す。 

 

〇仲村家治委員 一番、会長のお話聞いていて僕なんかが混乱しているのは、

まさしくそこだと思うんですよ。 

 ウチナーグチとしまくとぅば、地元の住んでいるところの島の言葉だから。

でも、ウチナーグチっていうのが僕なんかの今の生活している中で、分からな

いところがあるんですよ。ウチナーグチとしまくとぅばの違いが分からないっ

ていうのがあって、だからこの辺で多分僕も混乱している、個人的には混乱し

ているんですけれども。 

だから、このウチナーグチはこういう言葉ですよというのを、まず広めてい

かないと、僕なんか多分しまくとぅばとウチナーグチの違いというのが分から

ないというのが、一般や若い世代も、何が違うんですかって思うのは、正直言

ってあります。 

 ただ先ほど水曜劇場とか郷土劇場とか、昔はそういうのが、ゴールデンタイ

ムとかで流れていたので、割とこの方言に対して柔軟性があったんですね、子

どもの頃は。だけど今は、おじいちゃんおばあちゃんがいても大体きれいな方

言しゃべれる方はいないし、僕のおばあちゃんなんかはしゃべれた。だから、

聞くことはできたという世代なんですね。 

 この辺の、まず言語というのは、慣れ親しんでからじゃないと分かっていか

ない部分があって、だから僕は、このウチナーグチというのはこうだよってい

うのはまずは広めていって、しまくとぅばは、自分の住んでいる出身の言葉だ

よというのを、特に若い世代にまずは教えていかないとですね、なかなか理解

し難い部分があるのかなという。共通語というのはあくまでもみんなが分かる

言葉じゃないと駄目だと思うんですよ。 

 しまくとぅばは例えば僕の自分の地元だったら大体分かる。理解できるけれ

ど、ウチナーグチって何ですかって言われたときに、子どもに教えることがで
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きないですよ。だからまずは、このウチナーグチというのはこういうことだよ

っていうのをまずは広めていかないと、なかなか、みんなが理解する条例には

なっていかないのかなと思っております。 

 それと、僕、翁長雄志さんが那覇市長のときに、副市長をやっていたんです

けれども、市長がウチナーグチを広めていきたいと。だから、挨拶するとき

は、ハイサイ グスーヨー チューウガナビラというのから始めていこうと。

どう思うかと言われて、ぜひやりましょうということで、那覇市の公式の挨拶

文は全部、ハイサイ グスーヨーから始まっていて、多分知事になられてから

もっと全県に広めていったという認識があるんですけれども。翁長さんが、ま

ず、やらないといけなかったのが、このウチナーグチというのはこういうこと

だよというのをみんなにやらない前に、しゃべりましょうとか、ＣＭとかやる

ことによって、今度しまくとぅばというのが勢いを、要はふだん使っているじ

ゃないですか。しまくとぅばは出身地の町で。だからこのしまくとぅばという

のが多分勢力を増してきたと思うんですよ。 

 

〇源河朝盛参考人 同じ言葉の繰り返しになると思うんですが、しまくとぅば

は自分の生まれた土地の言葉なんですよね。 

しまくとぅばの話者というのはどういうふうにできるかといいますと、自分

の祖父母の地で生まれて、自分の家族はもちろん、親兄弟はもちろん、隣近

所、あるいは親戚、おじさん、おばさんたちみんな同じ島の言葉を使って、青

年期まで育って初めてネイティブスピーカーになるんですよ。 

 でも今そういう環境にないですよね。私たちが子どものころは、学校でもウ

チナーグチ、おうちに帰っても全部ウチナーグチでした。学校でも、教室でだ

けは共通語を使うけれども、先生が教室から出てしまうと、もうウチナーグチ

でそういう時代でありました。ですからウチナーグチは、復帰前までは大人も

子どもも、ほとんどウチナーグチを使っていたんです、本島ではね。離島は知

りませんけれど、本島でウチナーグチを使っていたんですよ。 

 復帰したら自分たちは日本人だっていう意識が芽生えてきて、ウチナーグチ

をあまり使わなくなったんですよね。だけど私達は法律上は日本国民でありま

すけれども、先祖はやはりウチナーンチュなんですよね。 

 だから、自分たちのアイデンティティーを、心のよりどころであるその祖先

が残した文化、言語は、私は残すべきだと思うんですよ。 

以上ですね。 

 

〇仲村家治委員 最後に、本当に源河会長が言っているように言葉というの
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は、使わなければ消えていくというのも、世界的に共通していることがあるの

で、ウチナーグチであろうが、しまくとぅばであろうが、やはり継承していか

ないといけないというのは同じ気持ちですので、何らかの形でこのウチナーグ

チを全世代、もう若者から方言を使わなくなった世代まで、どうやったらこの

言葉を残していくかというのは共通していると思いますので、この辺もちょっ

と一緒になって、また汗をかいていきたいなと思っております。 

 ちなみに、水曜劇場の運玉義留ってあったのは御存じですか。 

 

〇源河朝盛参考人 はい。私も見ていました。 

 

〇仲村家治委員 運玉義留、塀から飛び下りたのは私のおうちでした。 

以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 新里治利委員。 

 

〇新里治利委員 源河さんが言いたいのは、多分、しまくとぅばの日という誤

表記をウチナーグチの日という条例に名前を変えたら多分、納得すると思うん

ですよ。多分そこから始まって、19年前からイッター マチガトンドーとい

うことから、ここまで発展しているように私感じるんですよ。こじ開けきれな

いからもう、共通語に持っていこうという手法の１つであって、そこら辺の気

持ちはどうですか。 

 

〇源河朝盛参考人 いえ。私はしまくとぅばはダイバーシティを尊重する意味

で認めますよってことを、さっきから申し上げておりますが･･････。 

 

〇新里治利委員 源河さん、すみませんね。話の腰を折って。しまくとぅばの

日という、この条例の名前が間違っていると思いませんか。 

 

〇源河朝盛参考人 これは、もちろん間違っておりますよ。しまくとぅばとい

う言葉はないんですよ。 

 

〇新里治利委員 はい、すみません。それをウチナーグチの日に変えるのはど

うですか。もし変えられるんだったら。 
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〇源河朝盛参考人 これはまた、別の、次元の違う話だと私は思いますよ。あ

のしまくとぅばの日を19年前に決めたものをウチナーグチに変えるというの

は、これは私はまた別問題だと思います。 

 

〇新里治利委員 委員長、じゃ終わりです。 

そういうことではないということですね。 

ありがとうございます。 

 

〇新垣淑豊委員長 時間もございますので、この後もちょっとまた別の参考人

もいらっしゃいますので、一旦ここは、閉じたいと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

 以上で、陳情令和６年第134号、同第210号に係る参考人に対する質疑を終

結いたします。 

 この際、参考人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。 

沖縄県ですね、しまくとぅば、この事業としても、年間もう１億円近いお金

を、実は投じています。だけど、なかなかこの効果が見えないという状況もあ

りますので、ぜひこういった点でですね、ウチナーグチを後世に残していくと

いう意味で、先輩方から、この活動の中からですね、いろいろとアドバイスを

いただいて、このウチナーグチを残していくということにつなげていきたいと

いうふうに思っております。 

 どうぞその節はまた、御協力をよろしくお願いいたします。 

本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御説明をいただきまして、イッペ

ーニフェーデービル。 

本日拝聴いたしました内容につきましては、今後の委員会審査に十分生かし

てまいりたいと思います。 

 今日は、本当に、県議会まで足を運んでいただきまして、ありがとうござい

ました。 

以上で参考人招致のほうを終了といたします。ありがとうございました。 

 チュウヤ県議会ニカイメンソーチクミソーリ イッペーニフェーデービタ

ン。ありがとうございます。 

 

   （休憩中に、参考人入替え） 

 

〇新垣淑豊委員長 それでは再開いたします。 

 続きまして、陳情第128号に係る参考人からの意見聴取についてを議題とい
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たします。 

ただいまの議題につきましては、去る９月26日の本委員会での決定に基づ

き、陳情第128号の審査の参考とするため、陳情者を参考人として招致し、説

明を求めるものであります。 

 本日の参考人として、沖縄県農業協同組合中央会代表理事会長前田典男氏、

同じく代表理事専務嵩原義信氏、沖縄県農業協同組合代表理事専務平安山英克

氏、ゆがふ製糖株式会社代表取締役社長島尻勝広氏の出席をお願いしておりま

す。 

 なお、各参考人から、補助者として、タブレットに掲載しています一覧表に

記載の関係者を同席させたいとの申出があり、委員長として適当であると判断

し、これを許可いたしました。 

 この後、参考人聴取を行いますが、おおむね１時間をめどとして終了できる

よう、各委員の御協力をよろしくお願いいたします。 

 参考人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠に

ありがとうございます。 

 参考人から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明申し上

げます。 

まず、参考人から御説明をいただいた後、委員から参考人に対し質疑を行う

ことにしております。 

 なお、参考人が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なけ

ればならず、発言は、陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。 

 また、本日の委員会は参考人の説明を聞く場でありますので、参考人が委員

に対して、質疑をすることはできませんので、御承知おきください。 

 それでは、陳情第128号沖縄本島サトウキビ産業の維持振興に関する陳情に

ついて、提出に至る背景及び目的等について、併せて10分程度で簡潔に御説

明をお願いいたします。 

 まず、前田参考人。 

 

○前田典男参考人 よろしくお願いします。 

ＪＡ沖縄中央会の前田でございます。 

 本日はこのような機会をいただきまして御礼を申し上げます。 

さて、サトウキビは、本県の気象状況に適した代替困難な沖縄農業の基幹作

物でございます。製糖を通して地域経済を支えるとともに、我が国の甘味資源

の安定供給を図る観点からも、極めて重要な作物でございます。 

 サトウキビのみでも令和６年度の生産量は85万トン、金額にして約205億円
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に上ります。さらにサトウキビを刈り取るもの、運ぶもの、加工品をつくり販

売するものなど、関連する産業を含めますと、経済効果はさらに大きくなって

ございます。 

 しかしながら、本島唯一の製糖工場であるゆがふ製糖は、設備等が60年と

なるなど老朽化により操業のトラブルが毎年のように発生してございます。こ

のままでは安定操業や原料の買入れが困難になる危機的状況にあり、この状況

を解決し、持続的な操業体制を確立するには、新工場建設が唯一の打開策と考

えております。 

 しかしながら、建設の費用は約200億円前後と多額になることが見込まれて

おり、補助事業導入が必須でございます。その場合でも地元負担額が約40億

円と膨大になることなどから、その削減、軽減が大きな課題となっておりま

す。 

 さらに、新工場用地購入のための期限が来年３月末と迫っておりまして、工

場建設事業概要や、地元負担についてのコンセンサスがいまだ得られない状況

の中、非常に厳しい状況にございます。 

 つきましては、沖縄本島サトウキビ産業の実情を御理解いただき、本島内生

産農家約4200戸及び甘蔗糖企業が安心してサトウキビ生産を継続し、経営安

定を図るため、新工場建設に関する諸課題の解決に、特段の御配慮を賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

〇新垣淑豊委員長 それでは嵩原参考人。 

 

〇嵩原義信参考人 ＪＡ中央会の嵩原です。私のほうから資料の説明をさせて

いただきたいと思います。 

お手元タブレットで御覧いただいていると思うんですが、まず開いて１ペー

ジになります。 

 製糖工場老朽化の現状ということで、サトウキビ生産がですね、過去最大で

144万トンあった時代から現状に至るまでのですね、グラフも示してございま

す。ピーク時に比べるとかなり量でいえば減少しておりますが、ここ数年はほ

ぼ横ばいの状況が続いているという状況であります。 

 それに合わせて製糖工場も、多いときで７工場あったわけですけれども、再

編等を進める中で、10年前の2015年に合併で１社１工場という体制になって

ですね、現在沖縄本島はゆがふ製糖が生産を支えているという状況が続いてお

ります。 
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 ２ページになりますが、このゆがふ製糖の現状でありますけれども、かなり

老朽化が進んでいるということもあって、操業停止のリスクを抱えながら、非

常に不安定な操業が続いているというところであります。 

 かつては、平成30年にも操業停止が生じるという状況もあったわけですけ

れども、何とかこれを整備して乗り越えて、不安定な中での操業が続いている

というものであります。 

 そして次のページになります。そういった製糖工場の老朽化の対策としてで

すね、やはり我々生産者も、安定操業は悲願でもありますので、その建て替え

を求めるための要請を、令和２年からスタートしているところであります。 

 生産団体としてのＪＡグループとゆがふ製糖とということで、県に対して新

工場建設の要請をいたしました。沖縄本島には29のサトウキビ生産組合がご

ざいますけれども、その代表の方の連名という形で、新工場の早期実現を求め

ての要請を行っているところであります。 

 これを受けて県も対策の検討会を立ち上げて、沖縄本島のみではなく、離島

においても工場の老朽化の課題を抱えておりましたので、それぞれ検討を開始

しておりますが、いまだ展望が開けていないという状況が、沖縄本島、ゆがふ

製糖の問題については、今そういう状況にあるということであります。 

 ４つ目の丸にありますとおり、用地についてはですね、そういった要請行動

を展開する中で、令和３年にうるま市にあります国際物流拠点の産業集積地域

において、商工労働部に対し申請を行って、仮で押さえていただいているとい

うところでありますけれども、これについても、一定の期限が打たれておりま

すので、何度かこの延長を繰り返しながら、その建て替えのための事業スキー

ムの確立を目指しておるわけですが、これについてもですね、再延長がないと

いうことで、今、令和８年３月、来年３月を最終期限として通告をされている

というところであります。 

 我々としては、多額な費用がかかる中で、用地の期限も打たれている中で、

いろいろな課題を抱えておりますけれども、その問題をクリアした上で、新工

場建設のめどをつけなければならないと。リミットは今年の10月、さらには

年度いっぱいというところで一定のめどを立てなければ、この取組は前に進ま

ないという認識をしているところであります。 

 次の４ページはですね、要請行動を展開する中での行動を整理してございま

すので、お目通しいただければと思います。 

 お開きいただきまして５ページですが、県それから国への要請を展開する中

で、所管の農林水産省からは、新たな事業として、新基本計画実装・農業構造

転換支援事業ということで、令和６年度に打ち出されておりまして、これを使
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って製糖工場の建て替えをできないかということで、提案も受けているところ

であります。 

 事業の条件としては、基本２分の１の支援でありますけれども、サトウキ

ビ、それからパイナップルについて、沖縄の特産物についてはですね、６割ま

でその上限を引き上げるという提案もある中で、何とかこの事業を活用して進

められないかということで、今提案を受けているところであります。 

 ただし年間当たりの上限が20億円ということで制約がありますので、先ほ

ど言いました沖縄特例の場合にはこれが22億円まで上がってくるわけですけ

れども、この上限でも一定の制約がかかっておりまして、なかなか建て替えの

総額をクリアすることが、厳しいということになっております。 

 次のページでありますけれども、この事業を活用した場合のスキームといた

しまして、どういった負担割合になるかというのが、このページで示してござ

いますけれども、まず左側の積み上げのグラフであります。基本的には、国が

６割、県が負担する場合にはさらに国も５％を乗せすると。65％までは、国

の事業を活用して補助が受けられるということで、残り35％を、県、そして

地元の市町村、事業主体ということで負担するということが、基本のイメージ

になっております。 

 これが今度は右側のほうの単年度上限を示した図がありますけれども、先ほ

ど申し上げました20億円という単年度の上限額、沖縄特例を使っても22億円

というところになるわけですけれども。これを使った場合、５年間ということ

で期限を延ばしてもですね、現在想定しております。187億円という事業費を

賄うことは非常に困難だということになってまいります。 

 当然、その事業にかかるコストというのは、毎年均一に生じるものでもなく

て、上がったり下がったりという中でも、プラマイが出るわけでありますけれ

ども、そういうことでも、一定の制約がかかってしまうということで、これを

真ん中の図でちょっと示したものです。現在の事業の前提条件だと地元の負担

の割合は、41.6％になるということであります。 

我々としてまず要請の１つ目としてお願いをしていますのは、この単年度

20億円という上限を引き上げてもらえないかということで、ここは農林水産

省になるわけですが、国に対しては要望をしているところであります。 

 開いていただきまして、今度要請では２つ目になるわけでありますけれど、

地元の負担額の軽減措置というところであります。想定されております中、図

では左側の積み上げの図になっておりますけれども、市町村に対しての負担割

合というのがですね、地元負担の半分を県が持つ。残りの半分を産地市町村と

事業主体ということで想定しておりますけれども。 
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 この場合、今の案でいきますと、市町村の負担額が、18.3％、総額で34億

円という多額の負担額になっております。 

 これを産地の市町村のサトウキビの産出額で勘案したところを、ちょっとグ

ラフでも、イメージ図で示してございますけれども、とりわけ糸満市、八重瀬

町、南城市、そういった南部の主要な産地においては、総額５億円前後という

ことでかなりの多額な負担になってしまうということで、実はこれが最大のネ

ックになっておりまして、これはもう応じきれないということの市町村側の反

応もあります。 

 ここをクリアしなければなかなか前に進まないというところでもありまし

て、非常に悩ましい課題になっております。負担の考え方はいろいろ算定の基

礎はあるわけですけれど、沖縄の財政力指数は全国に比べてもかなり低い現状

の中で、多額の負担を市町村に持たせるというのは極めて困難というところ

で、今、合意形成ができないというところになっております。 

 それから次のページになりますけれど、もう一つの条件といたしまして、今

仮押さえしております用地については県側としては、製糖の基本的な機能だけ

ではなくて、副産物を活用した多用途の機能も含めて建て替えをするべきだと

いうことの条件もつけられておりまして、副産物の付加価値化ということでの

いろいろな機能を併せて工場に付け加える必要があります。 

 それ以外にも国の補助を受けられない外構の工事であったり、用地も取得し

なければなりませんので、そのコストもまた別枠で生じるということもありま

して、これについては今のところめどがついておりませんので、まず本体のと

ころからということでいろいろ議論を進めておりますけれど、これについても

大きな課題になっているというところであります。 

 一応この３つの課題を、要望として議会のほうにもお願いをして、御理解い

ただければということでつけておりますので、お願いしたいと思います。 

 あとは参考になりますけれども、沖縄本島でのサトウキビの産出額の大きさ

の割合で、サトウキビがどれだけ地域へ貢献しているかというところの整理も

次のページに示してございます。 

 また、その次の参考では沖縄本島のサトウキビの生産の動向。減少傾向が長

らく続いている中で、この先大丈夫かという意見なんかもあるわけですけれ

ど、今下げ止まってですね、将来的には増加に転じる可能性もある。また世代

交代も進めないといけない中で、工場の建て替えは必須だというところで整理

してございますので、これは後程お目通しをいただければというふうに思いま

す。 

 資料の説明は以上になります。 
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〇新垣淑豊委員長 平安山参考人。 

 

〇平安山英克参考人 担い手含めて、本島のサトウキビの生産量は、過去と比

べると相当減っていると説明がありました。その中で、今の現状、沖縄県とで

すね、行政、市町村含めてですね、官民一体となって、担い手にシフトしてい

こうということで、今現在、沖縄本島の生産量が何とか維持しているのはです

ね、担い手に集約しているというところがあります。 

 特に200トン以上の生産者が50名以上まで来ましたよと。ですから、今後減

るというよりも、産業として、事業としてやっていこうということで法人をつ

くってきたり、50名以上の中には、500トン以上つくっている方々が４名出て

いますよと。 

 ですから、宮古とか、この大口の方々と含めてですね、特に沖縄本島でも増

えてきているということだけは理解してもらいたいと思います。 

 その方々がぜひ、沖縄本島のですね、ゆがふ製糖の建て替えが心配だよと、

平安山さん、そこはしっかりやってきてくれよということであります。 

 特に今現在私も見ているんですが、この建物が60年以上になっているとい

うことで、地震があったら大きなことが起きないかと相当心配しているところ

です。そこはですね、生産者からも、ぜひ農協としての立場で訴えてきてくれ

ということがありますので、今現在、高齢化によって生産者はどんどんどんど

ん減っている。だけど、なぜ量は安定してきて10万トン以上作っていくのか

ということについてですね、担い手が相当増えてきているということがありま

す。 

 200トン以上の方々も50名いるんですが、今後そこを増やしていこうという

ことで、指導体制についてもＪＡ沖縄については、宮古と含めて、同じような

やり方でやっていければですね、もっと担い手、200トン以上、そして500ト

ン以上、1000トン以上もできるのかなということで目標を持っていますの

で、そこは市町村、県等含めて連携してやっていますので、そこを御理解して

もらって、早期の建て替え、地震があったら本当に心配なところがありますの

で、沖縄本島１か所しかありませんので、そこは理解してもらいたいというと

ころです。 

 ちょっと短いんですけれど、よろしくお願いします。 

 

〇新垣淑豊委員長 島尻参考人。 
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〇島尻勝広参考人 皆さんこんにちは。ゆがふ製糖の島尻です。 

 この機会をいただいて本当にありがとうございます。今まで嵩原専務のほう

からの説明ないしは平安山さんのほうからの説明がありましたけれど、工場の

立場から少しコメントさせていただきたいと思います。 

 なぜゆがふ製糖がこういう形でほかの製糖工場、あるいは含蜜糖のほうは整

備されたのに、ゆがふ製糖だけがこうなっているかというと、多分１ページの

ほうに資料があったかと思うんですけれど、沖縄本島については５社７工場、

統廃合を繰り返してですね、いわゆる、集中的に更新整備が進んでいなかっ

た。あるいは、工場の規模が日量当たり2100トンということで非常に規模が

大きい。あと、立地条件としては、沖縄本島の国頭から糸満まで26市町村あ

る中で、ほかの離島の含蜜糖ないしは製糖工場については１島１市町村１工場

というのがあってですね、地理的に完結できるような条件が１つあります。 

 ただ沖縄本島については今言ったように、26市町村の合意形成ないしは温

度差が、あってしかるべきかなというふうに思っております。ですからこの裏

負担の合意形成についても四苦八苦しているのは事実であります。 

 あとは、やはり機械化が進んでいない部分等があって零細である、雇用の機

会もちょっと違うというふうな条件の中で、従来の含蜜糖ないしはほかの製糖

工場とちょっと違ってですね、やはり老朽化が進んでいる中で抜本的になかな

か改善しきれていなかったのかなという気がいたします。 

 そういう状況の中で今説明があったように、国のほうも、政策的な経営安定

対策の中では品目横断ではなくて品目別政策を講じていますので、沖縄のサト

ウキビ、本島についても同じような中で、やはり大事さ、重要さというのはあ

るのかなという気がいたします。 

 その中でやはり台風干ばつの中でも、代替が効かないサトウキビということ

ですので、沖縄本島についても復帰後50年たった中で農業構造については、

やはり今現在サトウキビを中心に農業構造が展開されているかなというふうに

思っております。 

 そういう中で、我々のほうとしても経営の改善の中で、老朽化については、

日々努力はしながら更新修繕はしておりますけれども、やはり抜本的に建て替

えをしないと、安全の面からは非常に厳しいというふうに理解しておりますの

で、今回、国のほうからは、新しい事業の中のスキームで、少し動いたという

ふうに思っていますけれど、今、説明があったように、３つほど課題があると

いうのは、我々のほうとして受け止めている中で、行政、国、県のほうの理解

の中で、事業の推進ができたらなというふうに思っておりますのでぜひよろし

くお願いいたします。 
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 以上でございます。 

 

〇新垣淑豊委員長 参考人の説明は終わりました。 

これより、陳情第128号に係る参考人に対する質疑を行います。 

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないよう簡潔にお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

 當間盛夫委員。 

 

〇當間盛夫委員 まずこの皆さんから示された新基本計画の部分での負担のも

のなんですけれど、国で、この真ん中のほうで、109億円という形があるんで

すけれど、これ上限は20億円って決められているわけですね。５年というこ

とからすると、この国の109億円っていうのはある程度方向性というのはどう

なんですか。単年度上限20億円っていうのは、クリアできるという認識でい

いんでしょうか。 

どのような形で国とは･･････。 

 

〇前田典男参考人 私ども、農林水産省、内閣府に要請に伺っておりますけれ

ども、所管である農林水産省のほうからは、先ほど説明もありましたとおり、

そもそも50％の補助しているところを、60％まで上げて優遇をしているんだ

と。ですから増額というよりは、その範囲内で県内で調整してくれという回答

をいただいております。 

 そしてその上限枠についても、同じく変更はできないというニュアンスの回

答をいただいているところでございます。 

 

〇當間盛夫委員 それからすると上限というのはもうなかなか厳しいよという

ことになってくると、国の負担額というのは大体100億円という見方でいいの

かなというのがあるんですけれど、それとは別に、これを県がどうするかとい

う形にはなってくると。要は、皆さんの何ページなのかなこの、市町村の負担

ですよね、約35億円の。これは皆さんも内閣府に補助のお願いをされたと思

うんですが、その辺は国の対応はどうでしたか。 

 

〇前田典男参考人 先ほど申し上げましたけれど農林水産省、内閣府には同じ

ように要請に行ってまいりましたけれども、そもそもこの建て替えの事業につ

いては農林水産省が所管で、その準備しているものを使ってくれと。 
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 例えば、20億円を超える部分について、内閣府で予算措置ができないかと

いうお願いはしておりますけれども、具体的な方向性とかはいただいておりま

せん。 

 

〇當間盛夫委員 市町村の負担分ですから、それからすると、国の特定振興費

が使えないかというような、ゆがふ製糖の負担にしてもそうだと思うんですけ

れど、その辺の反応はどうだったんですか。 

 

〇前田典男参考人 今御指摘の沖縄振興予算を使ってという選択肢はあるよう

なニュアンスの発言はございましたけれども、具体的にそこから進展している

というような情報はいただいておりません。 

 

〇當間盛夫委員 ということは、内閣府の反応は、いや、使えませんよという

ことではないわけですか。 

 

〇前田典男参考人 明確にそのように言われたわけではございませんけれど

も。 

 

〇當間盛夫委員 振興策使うときには、１事業２つの予算を使うということは

なかなか難しいという言われ方の中で、市町村のこの負担分をどうするかとい

うのは、もう僕は国のこの特定振興を使わないとなかなか難しいだろうなと。 

 次のページにあるように、ゆがふ製糖さんもその製糖工場を造るだけであれ

ば、ゆがふ製糖さんも約５億円という負担があるんですけれど、別個で70億

円、80億円。副産物の施設を造るだけでもう35億円という莫大な費用になる

んですよ。 

 ＪＡさん含めて株主ですから、株主で何とかできるような金額ではないとい

うふうに思うんですけれど、この辺はどうなんですか。 

 

〇前田典男参考人 まずこの34.3億円と資料にあるのは、まだ想定の段階で

ございまして具体的にはなっていないということをまず御承知おきをいただき

たいと思いますけれども。 

 建物以外の、工場以外の費用についてはですね、御指摘のとおり内閣府の予

算、そういうので対応できないかというお願いはしているところでございます

けれども。明確に返答をいただいているところではございません。 
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〇當間盛夫委員 もう最後になりますけれど、この皆さん副産物のこの施設を

やらないといけない。今までは製糖工場であれば砂糖だけを作っておけばいい

ということだったんだけれど、新たに特自貿の中に造るわけですので、それか

らしたらそういった副産物含めてね、別のそういったエネルギー含めたことを

やらないと駄目だよというところのものがこの数字になってくると思うんです

よ。 

 それからすると、皆さん、例えばゆがふ製糖さんが、この副産物は、別の民

間企業、エネルギーなのかどうなのか分からないんですけれど、そういう民間

企業とセットをして製糖工場を造っていくというような形というのも考えられ

るんでしょうか。 

 

〇島尻勝広参考人 我々もやはり、用地の条件として附帯事項等があるもので

すから、それに沿ったような要件の中で、内諾をいただいているんですけれど

も。 

 我々もできたら、新しい工場の中では、東海岸のやはり拠点産業施設とし

て、副産物の可能性も非常に有効かなというふうに思っています。ただ今回

は、製糖部分をまず整理してほしいということの国等の指導もありますので、

今回県のほうの用地の内定については、おいおい条件の中でやらざるを得ない

かなというふうに思っておりますけれども、やはり将来的には、東海岸、ある

いは今の施設の有効利用ということでは大事な要件かなというふうに思ってお

ります。今、我々のほうとしては令和５年と６年にですね、内閣府の予算を使

って調査事業をさせていただきました。 

 ですから今製糖工場と、副産物の施設についての可能性の構想もですね、基

本構想をつくって、そこについても将来的には可能性を探っていきたいという

ふうに思っております。 

 

〇當間盛夫委員 最後、皆さんが考える副産物施設とはどういうものが考えら

れるんですか。 

 

〇島尻勝広参考人 具体的には例えば、糖蜜もあるかと思うんですけれど、

我々が今当面しているのが、バガスですね。 

 例えば植物繊維のパウダー状態とかですね、あるいはそういう繊維とかです

ね。それ実際また我々のほうとしては、去る３月にその成果物も作っていただ

きましたので、その辺の可能性は非常に高いのかなというふうに思っておりま

す。 



経済労働委員会記録 

- 32 - 
R07.10.01-03 

 

〇當間盛夫委員 ありがとうございます。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 大浜一郎委員。 

 

〇大浜一郎委員 はい。 

 国も新しい制度でこれを何とかできるスキームをつくって、特別な枠をやっ

たと。これは、これから詰める作業も別途にあろうかと思いますけれども、ち

ょっと地べたの問題ね。我々のサイドの問題として、これ用地の期限は延長が

できる可能性があるのか。もしできなかった場合は、事業自体が前に進められ

るのか。その辺のところの緊張感みたいなのはあるんですかね。 

 

〇島尻勝広参考人 我々もこの、商工労働部のほうに、非常に要件が厳しい中

でやっと認定していただいたのは、先ほど説明したとおりなんですけれども。 

これは当面１年ということでしたけれど、ちょっとやはりめどが立たないと

いうことで再延長させていただきました。 

 その結果もやはりなかなか厳しくて、ちょっと資料のほうにあるんですけれ

ども、令和６年３月にさらに２か年の再延長をさせていただきました。商工労

働部のほうとしては、非常に面的に埋まってきている状況があってですね、企

業の問合せも非常に多いという中で、塩漬け的な状態はちょっとやはり厳しい

というのも、理解できるというふうに思っておりますけれども、これだけまと

まった土地ないしは用地がですね、これだけの条件が整っている中で、もう

我々の立場としては、内定の条件の中でやはり事業化に向けて、現実的に取り

組めるような形で努力せざるを得ないというふうには理解しております。 

 ただやはり再々延長についてはですね、事務方として非常に厳しいというふ

うな受け止め方をしているのは事実だというふうに思っております。 

 

〇大浜一郎委員 だから僕がお聞きしたいのは、延長ができなければ、この事

業自体がもうストップしてしまうという理解にしかならないんですよ。 

 基本的にこれを県の本気度の問題もありますからね。それは所管する部の御

事情もあろうかと思うけれど。これ要するに延長できなければこの事業、前に

進められないでしょう。そうじゃないですか。 

 

〇島尻勝広参考人 今、委員がおっしゃったようにですねこの条件が、やはり
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国・県からも指摘があったのは、用地がないでしょうという話があって、我々

のほうとしてもやっと探した用地がそこにありました。 

 我々のほうとしては、基本的にはこの用地を活用したいというのが前提です

ので、今後改めてということになると、やはり非現実的な部分があるかなとい

うふうに思っております。 

 やはり最大限努力していきたいというふうに思っております。 

 

〇大浜一郎委員 基本的にこれもだから部局の御事情があるとしても、これは

もう、トップがどう考えるかというのは、これは大事なことで、これは本気度

の問題です。 

 それともう１点、市町村の負担がありますけれど、これは大きいんですけれ

ど、この上限は幾らまでできるなんていう具体的な話があるんですか。 

特に糸満市とか、南城市のあたり、南部から意外と多いでしょう。それで、

いやできませんよと言われたら、どうするんですか、これ。だからどこまでな

らできるっていうような具体的な話みたいにしているんですか。 

 

〇前田典男参考人 私どもも、各市町村長の皆さんとですね、個別に意見交換

をしているんですけれども。 

 まず、各市町村長がおっしゃるには、正式なテーブルで市町村も負担するよ

というのを決めてはいないと。ただ県側の試案としてそういうものを持ってこ

られているんで、それによると面積割とか、生産高とかですね、生産者とかそ

ういう財政指数とかの、県の準備した指数で計算するとそういうふうになると

いう説明は各市町村も聞いていると。ただ、合意形成のテーブルは準備されて

いないよというふうに聞いています。 

 

〇大浜一郎委員 いや、これまずそういう足元をきちっと固めていかないとい

けないはずですよ。土地の問題にせよ、市町村の分担の問題にせよ、これ足元

のこれはやらないと、国は足元固めていきなさいよとしか僕は言わないと思い

ますよ。 

 それで、あのね、県も負担額は大きいとか言うかもしれないけれど、僕は今

のところは高率補助がある今において、県財政に関してはそんなに悪くないと

思っている。起債は可能だと思いますよ。 

 だから本気度なんですよ。県がどうするんですかという話を持っていって、

これならどうでしょうと持っていかなければいけない話を、我々が整理整頓を

しておかなければいけないなと思う。 
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 ここをきちっとやらないと、国に行ってもどういう準備でどういうことをし

てくるんですかと。どういう組める内容を持ってくるんですかというのがない

と、これは難しい。 

 まずだから市町村の問題を片付けるということ、本当に市町村としてこのサ

トウキビ産業というものを守っていくという覚悟あるのかどうか。あと県知事

も、一緒に行っているかもしれないけれど、先頭になってやると言っているん

だったらどういう方針でいくのか。 

 土地の問題だってそうですよ。これをどうするのかと。これはみんな決断し

ていかなければいけない話なわけですからね。だから国もその皆さんの本気度

を見ている可能性もありますよ。守らなきゃいけないんだったら、じゃ何をす

るんですかと。組みたいんだけれどどういう組み方、どういう思いで、覚悟で

組みましょうかと。じゃ、そこがこういうふうにしましょうと、あとは別のテ

ーブルで話合いになるんだから。だからそこのところを皆さんのところできっ

ちり固めておいてもらわないと、誰かがちょっと楽して何とかなるだろうみた

いなそんな話は僕はないと思う。 

 もちろん、てん菜とサトウキビで甘味は持っているわけだし、特にてん菜な

んかは、ほとんど捨てるのがなく再利用されているじゃないですか。 

 だからそれも視野に入れていかないといけないはずですので、そこは副産物

という問題なのか、もっと使い方があるのかというのは、別に考えるのか一緒

に考えるかは別として、とにかく沖縄の本気度が問われているので、市町村、

県、会社、しっかり、どこまでどうするのかというところを固めていかないと

前に行かないというふうに思うんですよ。 

 どうですか。 

 

〇前田典男参考人 委員おっしゃるとおりでございまして、前回８月に県も一

緒に要請に伺ったときに、新聞報道にもございますとおり、知事がまとめるよ

うな趣旨の発言がございましたので、内部で検討されているとは思いますけれ

ども、ちょっと私どもにその情報が入っていないという現状がございます。 

 その事業の問題、準備されている事業、今年度の補正でという話になってい

ますけれども、それとさっきの土地の期限の問題を合わせますとですね、スケ

ジュール的には10月中くらいに、各市町村のコンセンサスを得ないと進まな

いんじゃないかと思っていますけれども、新聞報道にありましたとおり、県知

事の英断、それと指導力に大変期待しているところでございます。 

 

〇大浜一郎委員 そうなんですよ。そこなんですよ。全てそこにかかっている



経済労働委員会記録 

- 35 - 
R07.10.01-03 

んですよ。なので起債の余力は全然僕あると思います。今の状況の中では。だ

からそこも視野に入れて、知事にしっかりと対応してもらうことを、皆さんの

議論の中で、詰められたらいいというふうに思いますけれど。ただ皆さんがや

るべきことはやるべきことで、しっかり詰めていっていただきたいなというふ

うに思います。 

 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 座波一委員。 

 

〇座波一委員 このゆがふの件は、もうポイントが見えてきているような感じ

がしていますね。関係26自治体の調整が難航しているというか、先ほどお話

聞いたら、合意もされていないということですので、それ自体が問題なんです

ね。 

 関係自治体がどのような形で、どれだけの金額でというような詳細の協議に

入っているのかと思っていたらそうでもないということですか。今はそういう

状況ですか。 

 

〇前田典男参考人 御指摘のとおりでございます。県は各地区回って説明をし

ているというふうに伺っております。 

 ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、首長の皆さんの話を聞くと、

正式なテーブルで議論されて決定したものではないと。県の試算として説明さ

れたものであると聞いています。 

 

〇座波一委員 そこがやはり一番大きな問題で、この期限が迫る中でこの状態

というのが大変ちょっと遺憾に感じるところですけれども、市町村の立場とし

て、百歩譲って話を聞きましょうといった場合に、財源をどう捻出するかにな

ってきますよね。 

 できるところとできないところがある。できないところは、どっかから持っ

てこないとというか、起債ですよ。そうなると、これ起債に該当しないという

ことを聞いているんですけれど。そうですかね。そういうこと聞いています

か。 

 

〇島尻勝広参考人 先ほどちょっと説明したとおり、今まで製糖工場整備につ

いては市町村が整備する、そういう事業実施主体が自治体のときについては起
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債等が活用できる。 

 今回事業スキームとしては、民間のゆがふ製糖が事業主体ということですの

で、多分起債のほうについては直接はちょっと厳しいというふうに思っていま

す。 

 

〇座波一委員 うん。だから、そうなんですよね。そうなると起債も厳しいと

なると、市町村の調整は難航するのは当たり前ですよね。 

 だからそこを、金を調達するという点では、国の役割、県の役割、市町村の

役割、さらには、会社の役割があるわけですよ。ただここはですね、県の役割

として、先ほどから出ている県の起債という方法もあるかなという話と、会社

としての起債もあるのかなと。あるいは、株の増額ですね、そういったことあ

るのかなということもあるんですけれど、その辺の話はどうでしょうか。 

 

〇島尻勝広参考人 御存じだと思うんですけれど、サトウキビ製糖については

国の糖価調整制度の中で交付金の単価も決められております。ですから民間だ

からということであっても、経営改善の余地が非常に狭められているような経

営状況ですので、そういうふうに今、株主のほうに配当は一切しておりませ

ん。 

 そういう状況の中で、今の製糖工場整備についてはやはり老朽化の問題につ

いては、取締役ないしは株主総会等については一応報告してもらっています。 

 今の増資の話とかその辺についてもですね、一応、説明はしていますけれど

具体的な株主ないしは取締役のほうからの意見は、今、具体的にありません。 

 

〇座波一委員 ただね、製糖工場というと何となく右肩上がりの製造業という

イメージがちょっとないんですよね。 

 ですが、この構造改善の条件の中に、新たな事業を入れなさいということが

あるわけですよ。そこがポイントじゃないかなという気もしますけれども。そ

の中で、例えばエネルギー事業に切り替える、あるいはそういう新たな独自産

業に入れるというこの可能性を含めた事業を提案すれば、増資という方向性も

見えてくるかもしれませんよね。 

 だからそういった努力も諦めずに、方針を見せながら、県の調整に、県の出

方を本当に期待しないといけないなと思っているんですけれど。 

新聞から見ていると、知事はその方向で積極的にやると言っているわけです

ので、やはり知事任せではないんですけれどもね。企業、会社側も、努力をす

るという中で、やはり知事にですね、これ、県が4200戸の農家を救うために
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ですよ、やはりそれはもう動かなければいけない事業ですので、私たち議会と

してもそれは後押ししたいと思っています。ぜひそこら辺ですね、県が動かな

いといけないという点についてはもう本当に、まずは市町村に対する正式な場

でですね、合意をして、その次の段階に移るというふうな手続を踏むように、

私たちも求めていきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 仲村未央委員。 

 

〇仲村未央委員 今、この暫定負担割合のところで、いろいろ踏み込んだ調整

がまだ整っていないというところは非常に大きなことだなというふうに聞いて

おりますけれども。 

今皆さんの陳情自体が、国に対して要請することというふうになっているの

で、今陳情処理方針としては、はい一緒にやっていますというところで、止ま

っているわけですよね、その表現が。だからやはりそこをどう次の県の踏み込

みに持っていくかっていうところが、今日、聞きたかったところでもあるんで

すけれども。それで先ほど、特に平安山さん強調されていた担い手のところ、

これトン数も上がって、500トンとかね1000トン規模も含めて、それは可能性

があるということもおっしゃっていますよね。 

 ただ実際にはもう面的にも、また担い手も減少傾向がずっと続いてきたとい

う状況がある中で、工場を造ることの展開と、サトウキビ産業自体の戦略、そ

の展望みたいなところをどういうふうに皆さんが描いているのか、副産物も含

めてだと思いますけれども。率直に、どういう形でこれを展開させていくこと

によって、必ず沖縄の産業に大きく貢献してくるんだというような、そこの展

望をぜひ、せっかくですので聞かせていただけたらと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

〇平安山英克参考人 国頭、大宜味、東、この遊休地になっているところが非

常に多いですよと。 

 それ以外にもですね、これだけサトウキビが減っている中で、園芸事業とか

畜産事業に移っている。ただ、サトウキビについてもですね、特に読谷につい

ては、もう担い手で相当量を作っている方がいる。これがモデルになっていま

す。そのモデルの方についてはですね、宮古、大東とか、そういったところを

見ると、やはり大規模にすると利益も取れるということで、200トン以上が増
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えてきている、500トン以上増えてきているというのは、大きくやれば利益を

もたらす、それはハーベスターの利用がもう不可欠になっています。 

 そういったものがどんどん普及する中ではですね、この下げ止まりというの

はきちんと見えてきているよと。そして200トン以上300トン。今現在500トン

以上が先ほど言った４名いますよ。600トン以上２人いますよというところか

らすると、宮古のような形が取れるなということで集中してできていると。 

 特に、国頭村についてはですね、村も一体となって遊休地を一緒に解消して

いこうということで動いていますよというところです。それについてＪＡのと

ころで、くみきという会社もありますので、そこで大型トラクターを含めた支

援をしながら、サトウキビの植付け面積の中で、農家に支援をしていって、農

家に移していくと。その分の手数料取るんですが、それでも農家のほうは、非

常に利益出てくるなということが出ていますので、どんどんどんどん担い手に

集積していこうということができていますので、そこはもう少しＰＲをして、

今度、資料としてですね、大口農家のところ見せていきたいなと思っています

ので、よろしくお願いします。 

 

〇島尻勝広参考人 沖縄本島のサトウキビというのも、復帰後ずっと現にこれ

だけ残っているっていうのは、やはり畜産に展開できない、園芸に展開できな

いというところもあるのかなと気がいたします。 

 今、平安山さんからあった読谷のほうについては、もう生産法人等があっ

て、機械化とか非常に進んでいるところあります。やはり南部のほうも、糸

満、八重瀬、南城市を含めると、サトウキビの構造的な意味合いでは、営農的

には非常に恵まれているというふうに思っています。 

 これからやはり機械化を進めていく中で、かなり７割近くはもう沖縄本島も

なってきておりますので、そういう面では、サトウキビが絶対的にいいという

わけではなくて、収益性を含めて災害に強い作物あるいは複合経営の中でもし

っかりできるのかなというふうに思っておりますので、だからサトウキビにつ

いては本土の米とは違って食べることはできませんけれど、製糖をやって初め

て価値が出てくるということで、本来の製糖工場と生産農家が安心して生産が

できるということは、やはり製糖工場の安定というかそういう操業はどうして

も必要かなというふうに思っております。 

 

〇嵩原義信参考人 補足になりますけれど、今社長からもあったとおりサトウ

キビの最大の魅力は、その収入の安定性というところがあるわけですよ。 

 沖縄みたいに気象条件の厳しいところで安定的に収入が得られる作物ってそ
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んなにないんですよね。ただこのサトウキビの作り手も高齢化していく中で、

今まさに世代交代期、転換のタイミングにあって、これから農地を集積して規

模を拡大して、採算性の高いサトウキビ生産をやっていこうという中に、工場

の問題が今ネックになっているので、工場の建て替えの見通しさえ立てば、流

れを強力に推進ができるという我々の立場もあります。 

もう一つ沖縄農業で問題になっているその農地の問題についても、サトウキ

ビ作物は農地集約型の作物ですので、この課題をクリアしていくためにもサト

ウキビの生産は振興していかないといけないと、そういう状況にもあるわけで

すので、まずは工場の建て替えを実現して、同時並行でこれを推進していきた

いと考えてます。 

 

〇仲村未央委員 分かりました。 

ありがとうございました。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 仲村家治委員。 

 

〇仲村家治委員 質疑を聞いていると、もう課題というのは、はっきり見えて

きていると思うんですけれども。 

８月に知事と一緒に事務次官、事務方のトップに会ったので、その中で厳し

い、要はできること、できないことも回答を得たと思うんですけれども、知事

はその中で、全面的にやっていきますという発言をなさったという報道があっ

たんですが、それは間違いない。 

 

〇前田典男参考人 はい。間違いありませんし、その発言の後に、知事とお会

いしましたけれども、同じような趣旨の発言を直接聞いております。 

 

〇仲村家治委員 先ほど関係の市町村と県の職員との協議というか、ほとんど

オンテーブルではなくて立ち話程度みたいなふうに聞こえたんですけれども、

やはり、関係市町村と県が一緒にやらないとこの事業できないというのはもう

分かっていると思うんですね。 

 ですから、逆に行政間にだけ任すのではなくて、もちろん、ゆがふ製糖のみ

ならず、関係市町村のＪＡの、このサトウキビ農家の代表が一緒になって、関

係市町村を回って、ぜひ県と協議してくださいということも、汗をかいていか

ないと。 
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 もちろん県に対しても、それをやっていただかないといけないんですけれど

も、とにかく関係市町村が１つのテーブルに乗って、同じ認識でやっていかな

いと10月でできるわけがないと思うんですよ。 

 これもうちょっとですね、待ちの状態ではなくて、もう少し皆さんのほうか

ら積極的に動いていかないと。多分、時間が過ぎていくだけな部分があると思

いますので。もちろんトップである知事が、８月に行って、そういう要請して

いるんだから、知事にそれなりの責任があるんだけれども、ただ事務方として

も、この辺は現場の人、もしかすると関係市町村の現場職員は分からないかも

しれないんでね。 

 この辺、そういった動きをやられているのか、それとも、やられていないな

らやったほうがいいんじゃないかと思うんですけれど、どうでしょうか。 

 

〇前田典男参考人 ７月から主要な産地の首長の皆様に、私ども説明に行って

おります。ゆがふ製糖社長も一緒に説明をしておりますけれども、県は県で独

自に説明をしていると。 

 私どもとしては、生産者代表としてサトウキビ生産組合がですね、独自に行

政にもお願いをしたいという声が聞こえていますので、それを取りまとめて、

手助けをして、行政に対する支援要請、生産者からもこれもやろうと思ってい

ます。 

 

〇仲村家治委員 そうであればなおさら、一堂に会して、同じ認識で建て替え

を進めないと。万が一工場が製糖期に稼動できなかったら全部止まりますよ

と。そういうことになれば、これはもうサトウキビ農家とか、製糖工場の問題

ではないですよ。沖縄の産業の問題になってくるんで。全部のその関係者の事

業が止まってしまうと大変なことになりますよということをもっとあおってい

かないといけないと思うんですよ。 

 もちろん、サトウキビ農家を守らないといけない。だけどその、例えばトラ

ックとかいろいろな付随する人たちにも、そういう危機感を持たせていかない

と。もっと県のお尻をたたかないといけないと思うんですよ。 

 もちろん国も、国会議員もやらないといけないこといっぱいある。だけど、

もうタイムリミットに近づいているんじゃないですか。こんな悠長なことを言

っている場合じゃないので、もっと皆さんが必至になってやらないと。 

 もちろん、県知事も必至にならないといけないけれど。これはぜひ、もっと

ギアを上げていかないといけないと思うんですよ。 

 僕５月だったかな。宮腰先生と１度勉強会をやったときも大変心配なさって
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いたんで、やはりぜひですね、この辺、みんなで力を合わせてやらないとでき

ない部分があるのがもう見えているので、ぜひ、前田会長と島尻社長、一言ず

つお願いします。 

 

〇前田典男参考人 御指摘ありがとうございます。 

再三申し上げるのはそのように動いているつもりではございますが、なお一

層力を入れて、これまでも県にもお願いしてきましたし、県と一緒になって国

にもお願いをしてまいりましたけれども、引き続き強くですね、お願いをして

まいりたいと思います。 

 

〇島尻勝広参考人 ゆがふ製糖に大変お世話になっていますけれど、個人的に

は。サトウキビと製糖工場というのは一体ということですので、我々のほうと

して今4200戸、あるいは2300ヘクタールの農地を考えるとですね、委員がお

っしゃるようにやはりゆがふ製糖工場１つの問題ではなくて、やはり生産農家

あるいは、農業構造の中でサトウキビをどう位置づけるかということを考えた

ときに、やはり我々のほうとしても役割としては、しっかり工場を整備し、あ

るいは製糖をしっかりやるということが責務だというふうに思っておりますの

で、また大局的にですね、沖縄本島のサトウキビの位置づけを改めて、やはり

認識する中で、製糖工場の整備に向けて皆さんの支援も含めてですね、お願い

したいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇仲村家治委員 頑張っていきましょう。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、陳情第128号に係る参考人に対する質疑を終結いたします。 

この際、参考人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。 

 本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御説明をいただき心から感謝いた

します。 

本日拝聴いたしました内容につきましては、今後の委員会審査に十分生かし

てまいりたいと思います。 

 参考人の皆様、本日は誠にありがとうございました。 
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休憩いたします。 

 

  （休憩中に、参考人退席） 

 

   午後０時６分休憩 

   午後１時30分再開 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 本日の説明員として、商工労働部長の出席を求めております。 

 商工労働部関係の陳情令和６年第162号外２件を議題といたします。 

 ただいまの陳情について、商工労働部長の説明を求めます。 

 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分に

ついてのみ説明をお願いいたします。 

 知念百代商工労働部長。 

 

〇知念百代商工労働部長 経済労働委員会の委員の皆様、こんにちは。 

 商工労働部所管の陳情につきまして、説明させていただきます。 

 それでは、資料１、陳情に関する説明資料の２ページ、目次を御覧くださ

い。 

 商工労働部審査部分で取り扱われている陳情は、継続が２件、新規陳情１件

の、計３件となっております。 

 それでは、新規陳情１件につきまして、処理方針を御説明いたします。 

 資料５ページを御覧ください。 

 陳情第138号地域社会に貢献するシルバー人材センターの新たな決意と支援

の要望につきまして、処理方針を読み上げ、御説明いたします。 

 県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画により、働く意欲のある高齢者

が、年齢に関わりなくその能力や経験を生かし、活躍し続けられるよう、シル

バー人材センターへの支援に取り組んでいるところです。 

 沖縄県シルバー人材センター連合への補助金につきましては、例年、同連合

の事業計画に基づいて、補助金を交付しているところです。 

 各市町村のシルバー人材センターへの事業の発注につきましては、シルバー

人材センターの積極的な活用を促すことを目的に関係機関に協力依頼を行って

おります。 

 フリーランス法の施行に伴う新たな契約方法への対応につきましては、令和

７年度から同連合に専任の事業指導員を配置し、スムーズに移行できるよう体
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制を整えております。 

 今後とも、シルバー人材センターの安定的な運営に資する各支援に取り組ん

でまいります。 

 商工労働部の陳情に関する御説明は以上となります。 

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

〇新垣淑豊委員長 商工労働部長の説明は終わりました。 

 これより陳情に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 儀保唯委員。 

 

〇儀保唯委員 資料の４ページ目の、継続である陳情第67号なんですけれど

も、県の処理方針の中に、県が企業に向けて取り組むことは書かれているんで

すが、この陳情者は、環境整備を行うことを求めていますが、県庁自体の、働

き方というところで県が取り組むというものは何かないですか。 

 必要かなと思うんですけれども。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 御質問ありがとうございます。 

 今の質問の意図は、県庁における働き方、働きやすい環境づくりというとこ

ろで理解しております。 

 今、県庁におきましては総務部を筆頭に、人事課のほうで中心となっており

ますが、働き方改革の１つとして、例えば在宅勤務、今年度から、電子決裁シ

ステムが導入されたというところもございまして、在宅勤務の推進であった

り、もう一つはその出勤に関しても、早出と遅出というんですかね、そういっ

た勤務時間のフレックス制度という形で取り組んでいるところです。 

 以上です。 

 

〇儀保唯委員 県がモデルとして、こういうふうに働きやすい環境をつくって

いるんだと見せるのがとても大事だと思っておりまして、特に私は男女平等を

環境としてつくるためには、意思決定機関に女性を増やすことがとても重要だ

と考えているんですが、そこを県として取り組むという方針はないですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 商工労働部は、基本的には事業者向けの支援という

ところでやってございますので、こちらのほうで、企業に対しては、いろいろ

な施策などを展開しているところです。 
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 県庁の中でやることによって、その企業に非常にいいモデルになるのではな

いかというお話で申し上げますと、県の中でも、しっかり働きやすい環境の整

備というのをやっておりまして、私、以前に総務部のほうにいた関係から申し

上げますと、働き方改革ということを平成29年に元年として位置づけてスタ

ートいたしました。 

 そのときには時差出勤の導入でありますとか、今でこそリモートワークとい

ったことも進めているところですし、あと育児休業の取得、育児休暇の取得の

促進といったことも取り組んでいるところです。 

 ただ事業者向けに関しましては、どういった企業さんが、その育児休暇、育

児休業に対してこういったことを取り組んでいるですとか、そういったことを

セミナー等で周知することによって、好事例をお知らせするという形での広が

りを期待して、施策の展開をしているといったことになります。 

 

〇儀保唯委員 この陳情は県に求めてきているので、それが労働政策課に配分

されているので、そういうお答えになると思うんですけれども、この陳情の環

境整備してほしいという趣旨からすると、県がやっていることを示すというの

も、大事かなと思って質問させていただいたので、別のところでそれがなされ

ているというのを、この方に答えるということになるんですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 県の取組も毎年ホームページのほうでは、どういっ

た取組をしているかということを公表することになっております。 

 そういった意味合いにおきましては、県での取組は見える化しているような

状況にはなっているかというふうに認識しております。 

 

〇儀保唯委員 分かりました。 

 ちょっともう、伝えたいことは伝わったと思いますので、ここは以上にしま

す。 

次の陳情で、新規の件なんですけれども、陳情第138号の件なんですが、シ

ルバー人材センターなんですが、ちょっと調べたところ、うるまと読谷以北は

名護にしかないということでよろしいですか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 お答えいたします。 

 名護が１番北になります。 

 

〇儀保唯委員 今回、陳情に対して、処理方針を読ませていただいたんですけ
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れど、結構北部にはお年寄りが多いけれども、そのセンターがないことで、な

かなか働く場所とか自分の生きがいとかを探す場所が、名護以北のヤンバルで

は少ないところがありまして、もちろん今回の陳情は今あるセンターに対して

の安定的な運営が可能となる支援につき配慮してもらいたいというのがあるん

ですけれども。 

 センターのほうから、名護以外のところでの、センターの場所をつくりたい

とかそういった要望は今のところないですか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 お答えいたします。 

 県でも設置されていない市町村に対して、設置を働きかけるような取組をし

ているんですが、小さな市町村ですとか、小規模離島においては、地域内に仕

事を発注する企業が少ないですとか、あと農業や漁業などに従事して現役で働

いている高齢者が多くて、地域の高齢者からの要望がないといったような、ヒ

アリング結果もありまして、なかなか市町村のほうに働きかけても設置までに

至らないという状況にあります。 

 引き続き広域ですとか、あと市町村に働きかけて、そういった設置がない市

町村に対しては設置できるように、県としても取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

〇儀保唯委員 ありがとうございます。 

 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 上原章委員。 

 

〇上原章委員 どうも御苦労さまです。 

 継続の陳情令和６年第162号琉球泡盛で乾杯を推進する条例制定に関する陳

情についてなんですが、処理方針では、普及啓発ということで、この琉球泡盛

の促進が図られるという一方で、県内で製造される酒類は泡盛のみではない

と。いろいろな様々な意見もあるということで。 

県としては沖縄県酒造組合と経済団体等との連名で陳情が出されていること

を受け止めて、他県における制定事例の状況、また業界との意見交換をし、適

切に対応するということなんですが、今現在の取組状況をちょっとお聞かせ願

えますか。 
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〇波平志津代ものづくり振興課長 今年度におきましては、保健医療介護部地

域保健課のほうに聞き取りをいたしまして、やはり条例とかと考える上では、

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの割合とか、肝疾患のうち

アルコール性肝疾患の死亡割合が全国で２倍以上になっているというような数

値も多いので、この辺りの数値も参考に、検討してほしいというようなヒアリ

ングを行なったところであります。 

 

〇上原章委員 私が聞いているのは、今回、陳情を出されているこの業界、関

係団体との意向を確認しているというふうに処理方針に書いてあるので、それ

は今どのような状況なのかなと。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 前回、令和元年度の数字にはなりますけれ

ども、本条例の制定に関する調査を実施いたしました。 

 調査対象事業者については、ビールとかワイン、リキュールなどを全部で

14社のほうに聞き取り調査を行ないましたところ、11の事業者から回答を得

ています。 

 多くの事業所においては、泡盛のみの乾杯条例ではなく、県産酒としての乾

杯条例が望ましいのではないかというような御意見がありました。 

 

〇上原章委員 泡盛だけではないということで、県内でいろいろな幅広い中

で、当然、ひとくくりで泡盛というのはいかがなものかという意見があったと

思うんですけれど。 

県は、そういう泡盛だけではない、またいろいろなそういうビールとかワイ

ンとか、そういうのをしっかり含めて、条例として制定をするという方向で動

いているということですか。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 この件につきましては、やはりもちろん乾

杯条例の制定によって、琉球泡盛とか、県産酒についての乾杯を推進するとい

うことについていい面もあればですね。 

ただ、その前に、前回令和元年度の議員提案条例として検討された結果の中

で、やはり泡盛というものをちょっと冠につけてほしいというような御意見が

ございまして。それであると、やはり様々な県産品を推進する県の立場からす

ると、なかなか厳しいものがあるかなというふうに考えております。 

 

〇上原章委員 ですから、私は業界の皆さんも分かった上で今回また出してき
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ているので、現時点で、県の考え方として、泡盛のみの条例ではなくて、酒類

全般のそういう形での条例という可能性を今探りながら、この条例を、推進、

実現していきたいという方向で県は進めていると理解していいですか。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 県の考え方としてはやはりアルコールだけ

でもない、市町村においては各特産品を使った飲料物というのもあるかと思い

ます。 

 そういうものを考えますと、地域で様々なもので乾杯するものがあってもい

いのかなというふうに思っていますので、やはり県として、一律にこうやるこ

とが果たして県民が望むことなのかというようなものもありまして、なかなか

難しいものがあるなというふうに考えております。 

 

〇上原章委員 処理方針で、他府県における制定事例も調査するということで

確認して、書いてあるので、これもうほぼ調査は終わっているんですか。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 令和元年とそれからは、その後に調べてホ

ームページ等で確認したところ12件の乾杯条例があるかと思います。 

 

〇上原章委員 ちょっと整理しますけれど、そういう他府県の状況もちょっと

参考にして、今回の泡盛というだけに絞る形ではなくて、県内の様々な乾杯が

できるそういったものを含めて、今回の条例を進めたいということで、現時点

の理解でいいんですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 先ほど課長のほうからも、結論としましたら、なか

なか現時点では厳しい状況にあるというお話だったかと思います。 

 乾杯条例をしていくには非常に厳しい状況にあるのかなということの説明が

なされたかと思います。 

 今回この乾杯条例の陳情が出された中には、やはり泡盛をどうにか振興して

いきたいという思いが、業界の中におありになるだろうなというふうに思って

おります。 

ただ、懸念点としては大きく２つあるかと思います。 

 まずはその乾杯をするという行為を、網をかけるような形になります。 

 条例となるとやはりその県民の皆さんに網がかかっていくことになりますの

で、個人的な嗜好、それから、極めて個人的な行為な部分に関して、それを条

例で定めることができるのかなといった懸念点。 
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 それからもう一つは乾杯に伴う、先ほどから申し上げていますように、泡盛

だけではなくて、今特産品として各市町村のほうで生まれてきている、新しい

飲み方であったりだとか、お酒にしてもいろいろなお酒が出てきている中で、

泡盛だけに特定していくというのは、非常に難しいところがあるのかなという

ふうに思っております。 

 それで上原章委員のおっしゃっているような、県産酒ならいいのかといった

ところなんですが、この辺も、一定のその特産品だけを奨励するような形を条

例という形で縛ることについて、法令的に問題がないかといったことは、ちょ

っとしっかり、もう少し時間をかけて整理したいなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

〇上原章委員 分かりました。 

 もう少し処理方針でね、今の部長がおっしゃっているようなことをしっかり

記載しないと、今要するに県のスタンスが、これを条例と進めようとして、今

いろいろな意見交換、調査しているのか、それとも今法的な問題、あと今それ

ぞれ個人の嗜好的な問題、そういったもので、もう少し検討する必要があるん

だということであれば、ちょっとそういう方向で確認させていただいたわけな

んですけれど。 

 これちょっと私も前回、議員提案でということで、そのときも様々な議論が

あったことを理解もしていますので、今回こういう改めておっしゃるように、

泡盛をもっと多くの人たちに、内外に発信する意味では、県民にもっともっと

親しくして身近にやっていただきたいということでこういう陳情が出たと聞い

ていますのでね。 

 ぜひこれ県のスタンスとして、いろいろな関係団体と意見交換をするという

ことで書いてありますので、早めにこれ、どのぐらい時間かけてこれがどうい

うふうに進めるのかも含めてですね、しっかり対応していただきたいと思いま

す。 

 あと同じく継続の、誰もが働き続ける社会に関する陳情のこの処理方針の中

に、県が取り組む認証制度等の取組で、この企業の労働環境をしっかり改善し

ていただいているところということが処理方針に書いてあるんですけれど、こ

の県内の認証制度等の推進について、具体的にどのぐらいの企業さんを県が認

証しているのか教えてもらえますか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 ワーク・ライフ・バランス認証制度自体は、平成
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19年度から開始しておりまして、平成19年度は５社認定から始まりました。 

 現在は令和７年、今年度の８月の時点でいきますと、121社となっておりま

す。 

 以上です。 

 

〇上原章委員 認証をいただくとどういったメリットがあるかもう一度ちょっ

と教えてもらえますか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 ワーク・ライフ・バランスの認証のマークというの

がございます。 

 マークをつけていただいて、例えば求人の際にですね、そういったマークを

つけて、ワーク・ライフ・バランスにも取り組んでいる企業ですというふうに

ＰＲすることが可能となっております。 

 実際に企業さんからも、同じ同業種であっても、こういったワークバランス

を取り組んでいるというところで求人者から他社との差別化が図られたという

ようなお声も聞いておりまして、そういった形で、メリットという形で、実施

しております。 

 

〇上原章委員 分かりました。 

 私も本会議で取り上げたんですが、県が取り組んでいる奨学金返済支援制

度。 

本来奨学金返済への支援は県と企業が２分の１ずつという決まりなんです

が、認証をいただくと、企業が持つ２分の１の半分も県が持つということで、

そこで活用している奨学金返還支援の４分の３を県が、４分の１が企業とな

る。しかも企業さんが支援している部分は、法人税がつかないような、またそ

の従業員が所得税としてつかないような、今、代理制度もできているというこ

とで、非常にこの認証制度というのも、いろいろな意味でメリットがあるとい

うのを、もっともっと多くの小規模企業に発信していく事案かなと思っていま

すので、この点もよろしくお願いします。 

 終わります。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

大浜一郎委員。 

 

〇大浜一郎委員 乾杯条例ですけれどね。 
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 これ、先ほどの説明を聞いているんですけれど。ものづくり振興課ですよ

ね。ものづくり振興課でこれは伝統的な酒造りということで、世界的にも認証

されているわけですよ。 

 これだけのものを、他の特産品と一緒にやるかどうか。 

 僕は、これだけのものを歴史の中で造り上げてきたんだから、唯一絶対だと

思っているわけですよ。であるならば、今の答弁を聞いていると、県としては

やりませんよと言っているのと全く一緒なんですよ。県としては推奨しません

ということを言っているんですよ、答弁ではね。 

だからこの処理方針に書いてあるけれども、これ、他府県で事例を見ました

よね、乾杯条例ね。どういうふうな不具合があったんですか。 

 そこでも多分、他の特産品もあるでしょう。それと比較はどうなっているん

ですか。 

 だから、うちも駄目なんだという話なら分かるけれど、12県ぐらいやって

いるんでしょう。 

 そこではどうなっているんですか、乾杯条例をやって。その土地にも他の飲

み物もあるし。それとの比較をもって何をもって、そういうことになっている

かというのが１点ね。 

あともう１点は、業界の意見と意向等を確認しながら、適切に対応するとあ

るけれど、意向はどういう確認しているんですかね。私たちは難しい、できま

せんよという確認しているのか。相手はやってほしいって言っているかもしれ

ないけれど、こっちはどういうふうに何の話をしているのか、この業界と。何

をやって今の答弁につながっていくのか、ちょっと線が分からないわけよ。 

 意味分かりますか。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 他県の調査をしたところ、まず条例化に伴

って酒類の出荷等も確認いたしました。なかなか出荷量の増加にはつながって

いないというようなお話であったり、アンケート形式でやっているんですけれ

ども、その条例をつくった後に継続的に取り組んでいる何か事業なりがある県

については半分ほどだったかと思います。 

 我々、県としましてはその条例をつくるということも、もちろんその効果は

あるものと思いますが。現在実施している取組ですね、そういうものを、続け

ていくことで、泡盛業界の振興につなげていきたいという思いがございます。 

 

〇新垣淑豊委員長 休憩いたします。 
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   （休憩中に、大浜委員から、他都道府県における問題点について確認が

あった。） 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 波平志津代ものづくり振興課長。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 委員、お問い合せの各県にその条例を定め

たことで何か問題があったかということは、特に何か問題があったというよう

な回答はございませんでした。 

 

〇大浜一郎委員 であるならば、何も問題なかったら、なぜ今の答弁の中で

は、ほかのものもあるでしょう。だから、これだけに特化するのはなかなか難

しいんじゃないかというような結論になんで持っていくのかな。 

 僕、これ唯一絶対のものだと、我々が思わなかったら、誰が思ってくれるの

かなと。しかもこれ今、ヨーロッパとかで今出荷するように、もう世界的なお

酒になろうとして、ニューヨークとか、特に北欧のほうとか、それなりにプロ

モーションずっとしているじゃないですか。 

 今、出荷の打合せとかで、小さな酒蔵でもみんなで一緒になって、もう世界

的なお酒にしようと今、出しているわけよ。そういうふうに世界のお酒の中の

１つになるかもしれないと業界も一生懸命やっていた。しかしながら、なかな

か量としては減ってきている。だから、ウチナーンチュとしては、盛り上げて

あげるというのは、別に悪いことじゃないでしょう。 

 だから僕はなぜ、そういう、なかなか難しいとの結論出る背景が分からない

わけよ。 

 

〇嘉数晃産業雇用統括監 他県の事例調べたところですね、12県を調べます

と、全ての県が、議員提案条例でつくられているということが１つまずありま

す。そういう案件で調べているところがあるんですけれど、もう一つ私たちの

ところで、行政の立場からの条例制定というところの中での、少し問題点とい

うところを考えているところが、県庁のいろいろな部局に、意見交換したとこ

ろです。 

保健医療介護部のほうからは、沖縄県でアルコール健康被害があるんじゃな

いかと。沖縄県、他県よりもちょっと多量の飲酒というところが１つあります

ねというところと、県警のほうからは飲酒運転というところの検挙率というと

ころも増えているというところがあってですね、今すぐに、この乾杯条例を制
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定するというところは、もう少し内部でも話が必要かなというところがありま

す。 

 もう一つ泡盛に関しては、普及啓発という観点からいきますと、ユネスコに

登録されて、そういった機会を逃すことなく、しっかり、県外、海外も含めて

のマーケティング強化ということで、様々なイベントを行なっています。 

今回大阪万博もありましたので、そういったところでの、プロモーションと

いうところとか、ツーリズムＥＸＰＯジャパンというところで、旅行博が県外

であるんですけれど、そういったところに出展をしながら、泡盛の普及・啓発

というのは、しっかり、大事な大事なお酒でありますので、国内でも唯一のお

酒でありますので、そういったところはしっかりマーケティングというところ

も、普及・啓発させていただきたいというところで今頑張っているところでご

ざいます。 

 

〇大浜一郎委員 僕は、何とか事業部がなんだかんだと言ったって、この人た

ちだって乾杯するときは乾杯するでしょう。 

 それじゃ、泡盛でやったらどうかという、やらないかもしれんさ。いや、で

も推進しようというようなことがあってもいいんだけれど、要は議員提案であ

ったら私たち文句言いませんよと。こういうふうなものになってくると、なか

なか取扱いしにくいですねというそういうことですか、今の話からいうと。何

かできない理由は、いっぱい探してきて言っているようにしか聞こえないんだ

けれど。これ業界の人たちが聞いてなんと思うかね。残念に思うと思うよ。 

 

〇知念百代商工労働部長 大浜委員がおっしゃりたいことは私たちも心は一緒

だと思っております。 

 泡盛は600年の歴史ございますので、そういった文化を継承していくという

ことと、あとユネスコの無形文化遺産にも登録されておりますので、それを契

機に世界に発信していく、その良さを伝えていくというのは、同じ気持ちでお

ります。そのために様々な支援といったことはやっております。 

 今回陳情に関しては、その乾杯の条例を制定してくれといった要望になって

おりますので、条例をつくるということはやはり、ある一定の制限をかけてい

くことになりかねないということになります。 

 そうした場合に様々なことを考えなければいけないので、行政としましては

先ほど統括監のほうからも話がありましたように、アルコールの問題がありま

すと、最近聴取した話ですと、今現在その飲酒絡みの事故がワーストだといっ

たお話もありますし。そういったことにも配慮しなければいけないですとか、
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未成年の飲酒の防止の問題もありますと。 

 それからアルコール性の肝疾患のほうもありますと、そういったことが関係

部局のほうからも声として上がっている状況です。 

 その上、個人的な嗜好の問題ということもありますし、今各地元のほうで

様々な飲料頑張ってつくっていらっしゃる所もあります。 

 そういったことを含めて公平公正に産業振興していくという立場の中で、ど

う考えようかといったところで今、情報を一生懸命収集しているところとなり

ます。 

 処理方針で、先ほど上原章委員からもありましたけれども、しっかり伝わっ

ていないといったところもありますので、私たちも、もう少し丁寧にお伝えで

きるようにしたいと思っております。 

 酒類の業界、それから関係団体といったところ、最近もある市町村のほうで

出された乾杯条例ありましたので、そういったところからもヒアリングを行っ

ている状況です。 

 今はこういった状況の中で、どういう状態ですよということをまず伝えられ

るような状況にしていくといったところになりますので、また次回に向けてし

っかり対応していきたいと思います。 

 

〇大浜一郎委員 乾杯やったからといって肝硬変になるとかね、飲酒運転って

こんな自己責任の話で、これは社会の道徳の話で、泡盛の問題じゃないです

よ。 

 あくまでもこれ推進する条例なので、推進する条例です。泡盛で乾杯せよと

言っていない。推進できるだけやりませんかという意味合いです。ものすごい

理念的な条例ですよ。 

 これをすることによって、取りあえず泡盛で乾杯しましょうよと。アリ乾杯

ですよ。 

 だから、そういう泡盛で乾杯で、ビールではないけれどさ。泡盛でまずやっ

て、後から別に好きな嗜好すればいいだけの話で。取りあえず唯一、本当に長

い歴史があって、唯一絶対。だってほかの県にないんだもん。 

 ここでしか造っていない酒蔵があって、税制上の問題も、もうどんどん競争

の原理の中に入っていく。それをあえて、それに挑戦している皆さんがいる。

だから、取りあえず一杯。最初の乾杯は泡盛やりませんか、薄めにやりません

かというようなことだっていいわけよ。 

 あくまでもこれ理念条例だから。 

 別にほかのものじゃ駄目と言っているわけではない。制限ではないです。で
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きるだけやりませんかということを望んでいると僕は思いますよ。業界の皆様

方は。だからやはりそう捉えてやらないと、我々が業界に質問するときには、

県は安全運転とかね、肝硬変とかね、若者の飲酒とかあんなこと言って、やる

気がないとしか僕は思えないと言わざるをえないわけ。 

 実際そうですよ。今話すとしたら。だから、その辺のところの処理方針とか

ね。 

しかもこれ、ものづくり振興課でしょう。ここで製造業としても唯一、本当

に素晴らしいことで世界に認められたものづくりをしている、要するに製品で

すよ。これもったいないと思うけれどな。 

 そういった考え方での処理方針ができないだろうかというふうに思うんです

けれどね。 

 部長、どうですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 大浜委員のおっしゃりたいことも非常によく理解し

ております。 

 薄くでもいいから少しでもというお気持ちはありますが、推進するとなる

と、やはり行政でそういったことを、お伝えするというになってきます。条例

となると。それが全県にかかってくるということになりますので、実際にほか

の市町村のほうで出されたときには、なんで泡盛かといった声があったんだそ

うです。 

 やはり公平・公正に見ていくということとなると、様々なことを考えざるを

えないといったところで、私たちも慎重に今、情報を収集しているところでご

ざいますので。 

ただ、業界の皆さんにとっては、乾杯することが目的ではなくて、やはりそ

の振興の部分、泡盛が平成16年をピークに、すごく下がっているような状

況。これを何とかしてほしいといった思いがあると思います。 

 ですので、ものづくり振興課のほうでは製造業の振興といったところが大き

なテーマとなっておりますので、そういった製造業の振興と併せてですね、ど

ういった形で販路の拡大、あるいは新商品の開発、そういったことができるか

といったことを、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 

〇大浜一郎委員 以上です。 

 誰かもっと言ってください。与党からも。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 
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 上原快佐委員。 

 

〇上原快佐委員 今の泡盛の条例の件なんですけれど、2019年に与那原町で

泡盛の乾杯条例つくっていますよね。その後、今皆さんが答弁されたような懸

念事項が与那原町で急増しているという話は聞かないんですけれど、与那原町

で条例をつくって、何かしら不具合があったんですか。 

 県外の条例の状況を調べる前に、まず県内で既にもう与那原町でやっている

じゃないですか。 

 別に僕、与那原町で条例ができたからといって、何かしら不具合があるとい

う話は聞いていないんですけれど、そこら辺の状況の調査というのはどうなっ

ていますか。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 与那原町のほうにもですね、確か上原快佐

委員の御意見がございまして、ヒアリングのほうを令和６年に伺っておりま

す。 

 その際の与那原町の条例については、酒造組合と、それから特定の酒造メー

カーさんからの連名による陳情であったようで、特に議会のほうでも反対意見

はなくて、全会一致でという話を聞いております。 

 その背景としましては、やはり特定の酒造メーカーがですね、以前与那原町

のほうで営業されていて、それから祭りの大手スポンサーであるとか、それか

ら育英会というようなところに寄附も毎年されているというような、地元のつ

ながりが非常に強いといった状況がございました。 

 そのため条例ができたということで、何か特に問題があったかというような

ことは聞いておりません。 

 

〇上原快佐委員 聞いてないということは、他の部署ですけれども、例えば健

康被害があるんじゃないかとか、飲酒運転の数が増えるんではないかとかとい

うのは、全く当たらないというふうに僕には考えられるんですけれど。 

 そこら辺与那原町で僕そういうのが増えているって聞いてないんですけれ

ど、そこら辺はどうなんですか。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 与那原町のその後、条例化した後に、事故

とかそういうことが増えているかどうかというのは、すみません、確認はでき

ておりません。 
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〇上原快佐委員 確認、多分できないとは思うんですけれども、だって、この

乾杯条例ができたからといって、そこが急増するなんていうこと、恐らくあり

得ないです。大浜委員のおっしゃったようにですね。 

 様々な懸念事項とか、他の酒類への配慮等ももちろん分かるんですけれど

も、これ乾杯条例をつくったからといって、与那原町でビールの売上げが減っ

たのか、ワインの売上げが減ったのか。そこら辺、恐らくないはずなんです

よ。それはなぜかというと、別に規制条例じゃないので、与那原町にしても。 

 この陳情者が求めていることは別に規制条例をしてくれ、必ず泡盛で乾杯し

ないと駄目ですよ、しなかったら罰則ですよみたいなことまで求めてないの

で。あくまでこれは理念条例だと思うんです。泡盛の振興を図るために。 

 なので、先ほど皆さんがいろいろ、こういう懸念事項があってというのは、

僕は全く当たらない話だと思うんですけれど。 

 それについてはいかがでしょう。 

 

〇波平志津代ものづくり振興課長 まず、御質問にお答えする前に、私は泡盛

が大好きです。古酒も本当に大好きです。 

 ただ、やはり行政が条例を制定するに際しては、様々な御意見を伺わなけれ

ばなりません。 

 その心情であるとかですね、近くに、今、アルコールを断つことを努力され

ている方もいらっしゃると思います。私の周りにもおります。あとはアルコー

ルに起因する病で子どもを亡くした親もおります。 

 そういう気持ちを考えると、理念条例だということをもってすぐできるかと

いうと、県としてはやはり慎重にしていく必要があるだろうというふうに考え

ております。 

 

〇上原快佐委員 そこまで言われると、もう県としてはつくれませんよという

話にしかならない。別にそこら辺の配慮とかをせずに、条例を制定してくれと

陳情者は言っていない話で、別に健康被害を拡大してくれとか、そういう話も

していないですし、それはあまりにも皆さんちょっと考えすぎということで飛

躍した議論になってないかな。 

 もちろん、いろいろなところに配慮するのは、理解はできるんですけれど。

それを言ってしまったら、もう全ての、今、条例があるところが、そういった

ところで配慮していないのかという話になってくると思うんですよ。そうじゃ

ないと思うんですね。特産品というものと、また、そこの振興というところも

含めてやっているはずなので。 
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そこら辺ちょっと今の答弁だと非常に後ろ向きで、陳情者からすると、全く

そういった答弁だと納得できないとは思うんですよ。 

 多分これ以上話をしても、同じような答弁にしかならないと思うので、これ

以上言いませんけれども。ただそこは陳情者にしっかり配慮した形で、できな

い理由じゃなくて、できるようにするにはどうしたらいいのかというところも

しっかり含めた上で、再度ちょっと検討をしていただきたいなと思います。 

 全く皆さんの説明では納得がちょっとできず、懸念材料を示した部分も、全

く当たらないと思いますし。根拠が非常に薄いんですよ。 

 そこをちょっと踏まえてもう一度御検討いただけないですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 前向きじゃないかと言われたら、私たちも泡盛をど

うやったら振興できるかという気持ちは、先ほどから申し上げているんですが

同じ気持ちではあります。 

 その乾杯条例をつくらないからといってマイナスでは決してありません。 

 先ほど飲酒の話もありましたけれども、これによって増えたかといったこと

でもありません。ただ単に現実データとしてそういうのがありますと。 

 それには配慮していただきたいといった関係部局からのお声がありますとい

ったことです。 

 それを踏まえて、しっかりその条例として乗っけることができるかといった

ところは、非常にまだ慎重に対応していくべきなのかなというふうに思ってい

るのが、今の現状でございます。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 仲村家治委員。 

 

〇仲村家治委員 ちょっと変化球投げたいと思いますけれども。 

 結局、泡盛の消費量が減ってきているということもあるので、そういった背

景が、この陳情になっていると思うんですけれども。 

例えば、リゾートホテルとかに行くと、ウェルカムドリンクというのが出

て、ソフトドリンクとかビールとかあるんだけれど、水割りと言ったらちょっ

と芸がないので泡盛のカクテル。ちょっと薄い、例えば、泡盛とシークヮーサ

ーと炭酸で割ったカクテルみたいなウェルカムドリンクを出してくださいと、

リゾートホテルとか観光業者に依頼してみるというのもひとつの趣旨として考

えられるんですけれど、こういった動きとかはなさっていますか。 
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〇波平志津代ものづくり振興課長 すみません。そこまでのことはまだ対応で

きておりません。 

 

〇仲村家治委員 要は泡盛をどうやって皆さんに、特に県外から来る皆さん

に、泡盛のファンになっていくための努力もしていかないと、伸びていかない

し、ぜひこの辺は組合だけではなくて、観光業界の皆さんとか、いろいろな、

あと居酒屋の皆さんとかに、ウェルカムドリンクで。お通しで大体300円から

400円取られているから、その中に泡盛のカクテルも入れてはどうですかとい

う提案をしながら。この辺の水面下の努力もしてもらいたい。 

 あと、提案ですけれども、11月１日泡盛の日ですよね。知っていました

か。11月１日が泡盛の日らしいです。 

 例えば、乾杯条例が皆さん、なかなか多方面から圧力かけられているか分か

らないけれど、難しいと言うんだったらですね、例えば、11月は琉球泡盛で

カリーサビラ月間でもう泡盛飲んでくださいねというこの辺のキャンペーンと

いうのは打てるんじゃないですか。 

 部長どうですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 琉球泡盛月間という、新しいアイデアが出ておりま

すので、そういったことも含めてプロモーションに関しては、いろいろやって

ございます。酒造組合向けにも若者向けのイベントへの支援といったこともし

ておりますし、先ほど統括監のほうから話がありましたように、万博でのＰＲ

といったこともやっていますので、またそういった意味では、どういったマー

ケティングの開拓ができるのかといったことはしっかり検討していきたいなと

いうふうに思っております。 

 

〇仲村家治委員 最近居酒屋で若い人も含めて泡盛の炭酸割を飲むようになっ

てきて、いい傾向だなと思っているので、この辺は、いろいろな飲み方とか、

あとカクテルも、ぜひ推進していただいてもらいたいなと。 

 最近の報道によると、ノンアルコールが相当流行ってきていると。 

 いずれ泡盛のノンアルコールが出てくるんじゃないかと思ってはいるんです

けれど、味気ないけれどもそういった時代になりつつあるので。 

 この泡盛というものを、どうやってアピールしていくかというのも１つの皆

さんの仕事だと思うからさ。 

 もう、乾杯条例の件は私は聞かないけれども、今言った提案は３つありまし

たので、ぜひ実現してもらいたいなと。もう11月すぐですから。 
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 琉球泡盛カリーサビラ月間をぜひお願いします。 

終わります。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

次呂久成崇委員。 

 

〇次呂久成崇委員 すみません。乾杯条例の件なんですけれども。 

行政の立場で商工労働部のものづくり振興課としては、やはり泡盛振興をし

ていきたいという立場ですよね。 

 だけど、やはり行政は縦割りのところもあるんですけれども、保健医療介護

部とかは、例えば健康増進法の観点から、飲酒を促すことにつながるんじゃな

いかとか、いろいろなそれぞれの行政の立場があると思うので、私は、行政側

から、この条例を制定するっていうことは、そういう課題があるということ

で、なかなか難しいのかなというふうに捉えているんですよ。 

 ただ、処理方針のところでは、やはり適切に対応してまいりますというふう

にあるものですから、どういった対応をしているんですかということになって

くると思うので、やはり処理方針のところで、もう難しい、困難だと、もうし

っかりやれば、議員提案のほうがいいのかなというふうになってくるんじゃな

いかなと思うんですよね。 

 だから、もう処理方針のほうで、期待させるではないけれど、行政がやるん

ですかというところではなくて、やはり行政の立場は行政の立場で、少しそう

いうの難しいところがありますというのは、明確に方針として記載してもいい

のではないかなというふうに思っています。 

 別に行政の側の援護しているわけではないんですけれども、ただ皆さんのそ

ういう立場もあるんでしたら、そういう処理方針を、次回はちょっと考えても

いいんじゃないかなと思いますがいかがですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 先ほどから処理方針の文言について、厳しい御意見

いただいているところで。 

 適切に対応していきますという含みの中に、酒類業界を始めとして関係団体

からヒアリングをしている段階の中で、どういうことが想定されるのかという

ことをちょっと集めているような状況になっていまして、それを踏まえて、業

界のほうの真意といいますかそういったところもしっかり酌み取りながら、何

かこう落としどころとしてというか、求められることとして、行政側ができる

のかといったことを、しっかり次のステップでは考えていきたいなというふう
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には思っております。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 瀬長美佐雄委員。 

 

〇瀬長美佐雄委員 新規のシルバー人材センターのこの陳情の趣旨というか、

結局最後のほうで、令和８年度、もう来年度の予算獲得を何とかしてほしい。 

 要するに国の補助金と同額以上の補助金を確保してくれというふうなことな

のに、対処方針はそうなっていないということで、あれこれいろいろやって頑

張っていますという自らのＰＲとともに、でも、補助金の増額をしてくれない

と困るというふうな趣旨とも読み取れるという点で現状がどうなっているの

か、どのような認識をお持ちなのかという点での確認をします。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 シルバー人材センターへは令和７年度が1348万

9000円の補助をしておりまして、こちらにつきましては、シルバー連合から

の事業計画に基づいて決めておりまして、次年度以降も同じように、シルバー

人材連合からの事業計画を伺いながら、国と同等額を補助していきたいと考え

ております。 

 

〇瀬長美佐雄委員 ですから、同等以上にというところなんですけれども。意

向としては読み取れるので。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 シルバー連合の国の補助金の算定の仕方なんです

が、県が補助する額と同等の額を国が補助するというようなつくりになってお

ります。国の補助金の基準額の算定の仕方が、例えば会員数であったりとか、

市町村の設置数ですとか、あと次年度以降の事業計画に基づいて算定し、国が

定めた基準に沿って県が補助をする額と同じ額を国も補助するというようなつ

くりになっておりまして、他府県においては、その基準よりも低い額を補助し

ている県もございますが、沖縄県は、その基準に沿った、国、県、同等額を補

助しております。 

 この要望については全国一律で要望されている内容になっておりますので、

全国の連合がこの要望書を、各県においても要望して欲しいというようなこと

での趣旨でやっていますので、ちょっと書き方としてそういった、同等額を、

補助していない都道府県も含めてそういった要望がなされていることから、沖

縄県において同等額を補助しているんですが、そういった同じような内容での
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要望がきているというところになります。 

 以上です。 

 

〇瀬長美佐雄委員 令和７年度からは専任の事業指導員も配置しています。 

 フリーランス法の施行に伴う新たな契約方法これは意味するものと、これは

今言う補助金の、それと抜きにした独自の支援というふうな関係になるのかそ

の確認をお願いします。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 独自ではなくて補助の中でそういった設置すること

も可能となっております。 

 フリーランス法に伴いまして、各市町村で契約の見直しなどを行わないとい

けない業務がありまして、そういったところを対応するための専任の補助の方

を設置しているんですが、それは国が定める補助金の範囲内で設置することが

可能ですので、それとは別に上乗せしているというわけではございません。 

 

〇瀬長美佐雄委員 次は、陳情第67号。 

 女性団体連合会の陳情について、男女の賃金格差の是正、均等待遇、労働時

間の大幅短縮など。 

 要するに今、県内の事業所において、そういう観点からすると、皆さんは進

んできている、もう賃金格差も是正されてきているのか。 

 その推移というか、皆さんが、県内の事業所に働きかけて、それは良くなっ

てきているというような状況なのか、相変わらずなのか。 

 統計的なものが分かるのであればお願いします。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 まず、令和６年の賃金構造基本統計によりますと、

男性と女性のまず賃金の差というのが、男性を100とした場合、令和６年度の

状況は沖縄県は83.4％となっております。 

 その推移でございますが、例えばですけれど、令和６年が83.4％、令和

５年が78.1％というところで、対前年でいきますと格差は縮まってきている

という状況となっております。 

 

〇瀬長美佐雄委員 統計的に取るのは国の機関であるかもしれませんが、要す

るに、皆さんの業務として、ちゃんとそういうふうな格差是正を促すというよ

うな働きかけと、それがかなうような何らかの有効な手だてというか、政策的

な誘導とか、そんな事業があるのかないのかの確認です。 
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〇西垣紀子労働政策課長 男性と女性の賃金格差、要因というのが、国も同じ

分析をしておりますが、まず女性が非正規雇用という形が多いというのが１点

と、もう１点はやはり離職率が高い、要は男性と比較して勤続年数が短いとい

う、そういった状況がございます。 

 それに伴ってやはり賃金に差が出てしまっているという状況となっておりま

すので、取組としましては、非正規雇用から正規化雇用への促しというような

取組と、非正規労働であっても、継続できるような職場環境の整備をしていく

というような取組もしております。 

 同じく離職の予防に関しても、働きやすい環境づくりというような取組をし

ている状況となっております。 

 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 當間盛夫委員。 

 

〇當間盛夫委員 今、瀬長さんからもあった陳情第67号のほうなんですが、

私はこの最低賃金がね、沖縄県も上がったという分で、1023円だったかな。 

 これは沖縄県ではいつから施行されるのか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 今回改正された最低賃金に関しましては、令和７年

12月１日からの発効となっております。 

 

〇當間盛夫委員 沖縄県は、中小零細というよりも、ほぼほぼ９割以上零細企

業という中で、最低賃金が1000円以上になったと。皆さんの分かる範囲でい

いんですけれど、最低賃金がこれ、12月に施行されるということになってく

ると、非正規と正規の差がどう出てくるのか。非正規と正規の賃金が逆転する

ようなことになるのか。 

 この最低賃金が上がる分で、正規の皆さんのそのものも、上がっているとい

う認識でいいんですか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 やはり最低賃金が上がることによって、例えば正規

職員のベースアップというところも、必然的に上がるものというふうに認識し

ております。 

 なので、今、最低賃金が上がることによって、非正規と正規が逆転するとい
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うようなところは今認識としては持っておりません。 

 

〇當間盛夫委員 これ沖縄において相当重要な問題だと思うわけさ。 

 皆さんの処理方針で、これは国が決めていることという中で、国の動向を注

視してというのがあるんですけれど、その賃上げにつながる企業の稼ぐ力の強

化に向けていくと、皆さんが言う、この沖縄の零細企業の稼ぐ力の強化とは 

どういう形のものなんですか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 やはり今回の最低賃金もそうですが、賃金を支払う

企業側の、その原資をやはり生み出すためには生産性の向上というところが重

要と考えております。 

 その中で、今いるスタッフの人数で生産性を向上させるためには、例えばよ

くＤＸ化というところ、ＩＴ導入とかですね、そのＤＸ化に伴ってこれまでＩ

Ｔを触ったことない社員がそれに携わらなければいけないと、それに関して

も、人材育成、リスキリングと言っておりますが、そういった人材育成にも取

り組んでいるというところになっております。 

 以上です。 

 

〇當間盛夫委員 簡単に皆さん、このね、デジタル化だとかね。 

 今日の日経にも出ていたんだけれど、もうＡＩに置き換わる職業が出てくる

わけさ。結局賃金で払うというものからするとＡＩに代わってもらうと、デジ

タル化して人を減らすという流れの世の中に僕はなってくると思うわけ。 

 例えば、レストランでも、前だったらその分での人たちがいたものが、もう

ロボットが運ぶような形になってくる。今コンビニにおいても、コンビニにお

いてもその店員さんがいるけれど、店員ではなくて、自分でこのセルフでやる

ような形の流れになってくると。僕はそういう流れ、皆さんがデジタル化だと

か、ＤＸだとかねそういったことを言うそのときには、皆さん人が働くとい

う、この失業率含めてどう考えているのかと。 

 僕はその前に、沖縄の企業がもたないんじゃないかと思っているわけさ。 

 さっき言うように、沖縄の企業なんて零細企業よ。零細企業が、この

1000円以上を、なおかつそういう最低賃金がある中で、正社員の分も上げざ

るをえないという状況になってきたときに、沖縄のその零細企業を皆さんがど

う支えていくのということはどう思っているのかと。ただ言葉で言ったら簡

単、このデジタル化に向かうだとかね、この人材育成の促進による生産性の向

上ということになるんだけれど、じゃどういう形で具体的にやっているんです
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かということ。 

 ちょっとその辺、答えられますか。 

 もう一つ、結局、もうこれだけもう人件費払ってまでね、人手不足もあるし

もういいやと。後継者もいないしという部分で今その辺の問題も出てきている

わけですよね。 

 いろいろな金融機関が今Ｍ＆Ａね、いろいろなところで後継者がいないとい

うことで、後継者と企業のマッチングとかいろいろとやっているんですけれ

ど。 

 行政として、そういった零細企業のそういった部分でのＭ＆Ａ含めた部分で

の窓口なり、行政が、県が、このことに対してどう対応しているかということ

を答えられますか。あるかないかだけでもいいよ。 

 

〇松本一中小企業支援課長 県のほうでは、そういった小規模事業者、中小企

業者からの相談対応という形の部分で言いますと、商工会、商工会議所、もし

くは、よろず支援拠点といった相談機関のほうで対応しているところでござい

ます。 

 その対応の部分についても、例えば、新商品の開発がしたいとかですね、販

路開拓がしたいという形でのいわゆる売上げの上昇に関することであったり、

もしくは先ほどから出ている一部デジタル化したいとか、そういった人材の育

成をしたいとか、そういったところの部分についての支援もしております。 

 補助金の申請とかという場合についても、なかなか、中小企業者の方にとっ

てはハードルが高いというような声も聞かれますので、こういった補助金の申

請についても、伴走支援という形で、支援していく中でですね、小規模事業者

に寄り添った支援ができるように、現在努めているというところでございま

す。 

 以上です。 

 

〇當間盛夫委員 部長、これ、提言にしておきたいんですけれど。 

沖縄中小企業ってそうそうない。 

 大半が零細企業、個人事業というところがあるわけですから、やはり国も今

それを行政に求めているわけですよ。 

 民間でそういうＭ＆Ａでできる部分は促していくんですけれど、なかなかそ

こまでの相談までいかないと、行ききれないと、何をどうしていいのか分から

ないという部分は、行政が積極的にそういう事業継承を含めた、このＭ＆Ａの

在り方がどうあるかということをやってくれと国からもあると思っていますの
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で、そういったものを、沖縄の零細企業が抱えているものがあるわけですか

ら、だから沖縄県が積極的にこのことを進めていくということでなければ、こ

の今最低賃金というのは、これだけ上がってくると、じゃ次下がるかと言った

ら、もう下がるという方向はなくて、もう国は1500円という、そういったこ

とになってきているわけですから。そういったことからすると、なかなか事業

継承が難しくなってくるということを、県がどう捉えて、そういう窓口もどう

つくっていくかということは大事だというふうに思っていますので、ぜひこの

辺は検討してもらえればなというふうに思っております。 

 泡盛のことはやりません。 

 

〇松本一中小企業支援課長 ただいま委員のほうから意見のありました、なか

なか相談ができない企業がいるというような話についても、融資のほうの現場

の状況から発生した事業でありますけれども、プッシュ型相談支援事業という

形で、企業のほうに相談員の方が赴いてそれぞれの企業の経営課題のほうを聞

き取りをして、それをまた例えば事業承継であれば、国のほうが設置しており

ます事業承継・引継ぎ支援センターにつなぐとか、もしくは融資であれば金融

機関につなぐ、そういったところも含めて、聞き取りをしながら支援策につな

げていくという取組を、今年度やっているところでございますので、こういっ

た取組をもう少し深めていくというところも、これまで既存の商工会とかの窓

口との活用も含めて、セットでやっていけるように、取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 仲村未央委員。 

 

〇仲村未央委員 新規のシルバー人材について、高齢者の皆さん、働き方の実

態というのはどれぐらい把握されているのか。 

 例えば、どれぐらいの就労人口とか割合とかですね、賃金環境とか、そうい

うのというのは何か、商工労働部でどういった把握がありますか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 お答えいたします。 

 労働人口の中で65歳以上の方が占めている割合の全国比較で、令和６年、

本県11.7％、全国が13.6％という状況になっておりまして、全国に比べて沖

縄県はまだ、65歳以上の労働人口というところは少ないということになって
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おります。 

 

〇仲村未央委員 割合的にその就労人口に占める高齢者の割合がまだ全国比で

少ないというのが今のお話ですよね。 

 実際には、就労人口、高齢者人口はそうであるけれども、働いている、その

高齢者の環境というのは何か把握されていますか。 

 そのうちどれぐらいが働いているとか、どういった働き方をしているとか、

どういった業種にいっているとか、何かそういう具体的な把握がありますか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 65歳以上の就業者数が令和６年で９万2000人で、

ちょっと具体的な職種まではちょっと今、手元にございません。 

 

〇仲村未央委員 商工労働部として高齢者の働きにまつわる把握としてです

ね、65歳以上の就労人口だけですか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 割合として男女の割合ですとか、65歳の就業人数

というところの把握となっております。 

 

〇仲村未央委員 私はこれは、沖縄県のやはり労働行政なのか雇用政策なのか

種類がよく分からないけれども。ただこれだけの人手不足感、業種にもよるけ

れども人手不足が叫ばれている中で、こういった65歳以上の就労をどのよう

な環境を整えていく必要があるのかとか、そういう政策というのを持っていな

いという･･････。今聞いたら統計上の人口しかお答えにならないので、そう

いったその政策的な、高齢者の働きに関する政策というのはないということで

すか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 65歳の雇用安定法というところの改正がございま

して、65歳以上の雇用延長などについて、法律化、義務化されておりますの

で、そういったところの支援というのは行っておりまして、例えばそういっ

た、65歳以上の方を延長で雇用するとか、そういった規則の改正が必要な企

業とかに専門員を派遣してそういう改正ができるように支援をしたりですと

か、あと65歳以上の高齢者に限らず多様な人材の活用というところで、そう

いった企業においての業務の切り出しですとか、また、雇用延長できるような

職業訓練ですとかそういった様々な支援を行っているところでございます。 
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〇仲村未央委員 なぜそういうこと言うかというと、今、保健医療介護部だっ

け、なんか介護のところでは、地域の包括ケアシステムをつくるために、実態

調査を入れましたよね、高齢者の。そのときに沖縄では働いている高齢者人口

が割合が高いとかですね。それから、もちろんそのお元気で生きがいとして働

いているということもある一面、もう一面ではやはり高齢者の所得環境、その

収入というのが非常に低くて、これが低年金、無年金の割合は全国１位と、沖

縄県の高齢者の収入環境というのは非常に厳しいというのが、実態調査からも

従来のデータからも明らかなんですよね。これはもう歴史上のこともあるし。 

だからそういう意味では現在の人手不足、人口減の社会の中で高齢者の活躍

というのは非常に叫ばれて、頑張って働けるというのは非常にいいですねとい

うことで、雇用延長とかいろいろその政策を取られているというのは、これは

一般的なこととしては分かるけれども。沖縄の高齢者を取り巻く、その働く環

境についてどうするかというのは、やはり商工労働部としても、このシルバー

人材が窓口になって求人をつくってやっているというのを支えるというのはも

ちろん大事なんだけれども、従来にも増してその部分の政策をどのように取っ

ていくかという視点でやはりやらないといけない一つの大きなことではないか

なと思う。 

 今、高齢者人口も割合的にも超高齢社会にも入っていますからね。 

 そういう意味で働きたい、働ける、そういう人に仕事がないのか、あるいは

働きたくても、何かいろいろなことが課題なのかとか、そういうのは、もちろ

んその福祉の部分や、さっき言った介護の部分というところのアプローチと、

もう一つはお元気で頑張れる方々が、本当にそういった働きを得られているの

かっていうところの視点も併せて、やはりどっちの視点からも入っていかない

と、県民のニーズには、やはりかみ合わないのかなというのが非常に気になる

んですよ。 

 だから、シルバーに補助するというのはもちろん大事なんだけれど、そのも

っと手前のところで、この高齢者の働きというのをどのように労働政策上、皆

さん持っているのかなというのは、どうなんですかそこは特にはないの。 

 その沖縄県としての課題認識とか、そういうのはありますか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 委員のおっしゃるように確かに物価高騰している中

で年金だけでは生活が厳しいということで、シルバーではなくて実際の就労と

いう形で、求職されている方の割合というのが増加している状況にあります。

過去最高という中で、そういう方々、企業の中で延長という選択肢もあるんで

すが、一旦職場から離れて、新たに就職するといった場合にやはり高齢者とい
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うのはなかなか就職口が見つからないというような課題もありますので、そう

いったところが、企業が理解して受け入れられるような支援というのを今行っ

ているところであります。 

 先ほど説明した多様な人材の活躍というところで、やはり高齢者がまた働き

続けられるような環境というのは企業側のアプローチと、また求職側の高齢者

の方だったり、就職が難しい方に対しての支援両面から行っているところであ

りますので、引き続きそういった人手不足という状況もありますので、そうい

ったところ、力を入れていきたいと考えております。 

 

〇仲村未央委員 今、もう細かいデータとか、特に通告しているわけではない

ので、――。さっきの求職者も大分増加しているとおっしゃるから、もしあれ

ばそれも知りたいですし、やはりそこにかみ合うような、その求職者が増え

て、でもその提供できる職とのミスマッチ感がどうなのかとか、スキルアップ

でリスキリングがあれば、また職種などがより柔軟に増えるのかとか。 

あと、特に介護などは非常にいつも人手不足ですよね。やはりそこに、非常

に高齢者の進出も目覚ましくて、老老介護という言い方もあるけれども、実際

にはまだまだその支える側に回れるという気力も体力もスキルも十分にありま

すよという方々が、労働環境の中で活躍されていますよね。 

 こういったことも、本当にどういうニーズがあり、どこにその提供、供給す

る側の要望がありとかということを、具体的に皆さんが今丁寧に通常やってい

る現役世代の施策をやはり年齢を上げていくということの中にこれも含めて、

対応する必要があるんじゃないかなと思いますけれども、そこはいかがでしょ

うかね。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 委員がおっしゃるように、確かに今まで若者の支援

というところに力を入れてきたところがありますが、今後また高齢者のそうい

った就職に関する支援というのが重要になってくると考えておりますので、そ

の辺についても、取り組んでまいりたいと思います。 

 

〇仲村未央委員 ぜひよろしくお願いします。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

新里治利委員。 

 

〇新里治利委員 陳情第67号ですね、誰もが働き続けられる社会に関する陳
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情なんですが、まずこの１発目が日本社会はということなんですけれど、これ

沖縄県が考えることですかね。 

 ちょっとこの商工労働部の解釈を幾つか、説明してほしいなという文言が幾

つかあるんですけれど、すみません。ちょっと勉強不足なものですから。 

 私は一県議会議員として、これ私たちがこう考えるべきなのかなという、ぱ

って考えるんですけれど。どうでしょうか。 

 簡単でいいですよ。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 陳情者側の意向としては、やはり沖縄も含めて日本

全体のこういった男性稼ぎモデルであるというところの認識だと考えておりま

す。 

 

〇新里治利委員 私の経験則というか、もうごく限られていると思うんですけ

れど、沖縄は女性の方が働いて、男性は飲んでばかりというのが、今まで大体

パターンだと思うんですけれど。 

 これについてどう思われます。 

 ちなみに私は母子家庭というか、オバー家庭で育ってきたのをみて、周りも

結構スラム街だったんですけれど。 

 どうでしょうか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 昔はそうだったのかもしれないですが、最近は男性

も、働きつつ夜も飲みつつだと思いますが、男性も女性も働いているのかなと

いう印象を持っております。 

 

〇新里治利委員 そうですよね。 

 一般論で言ったら大体こんな感じかなと私は思います。 

 ですから、少し男性稼ぎのモデルの日本型雇用とかですね、女性に不安定雇

用を押しつけてきたとかというのは、もう少し時代から遠ざかっているのでは

ないかと私は思っております。 

 その中で、まずですね、この日本社会にはいまだに家父長制が根強くという

ところで、権力が家庭介入というんですが、この権力って何を指していますか

ね。 

 商工労働部の解釈を聞きたいんですけれど。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 様々な解釈あるかと思いますが、やはりその家庭に
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おける、例えば家事の分担であったりというようなところの権力というところ

を指しているのかなというふうに今解釈をしております。 

 

〇新里治利委員 沖縄市から３月にやってきて、もう沖縄県というのはこうい

う陳情までやるんだなと本当に単刀直入にびっくりしているところではあるん

ですが。 

この同一労働同一賃金ということと、男女の賃金格差の是正というところの

整合性というのは、どうにか説明できますでしょうか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 同一労働同一賃金というのはまず正社員と非正規雇

用というところの差、同じような業務をしているのにもかかわらず、その雇用

形態によって給与差が生じるのはおかしいのではないかというのがまず発端

で、この同一労働同一賃金というところの動きが入ってきたところでございま

す。 

 その中で先ほど申し上げた男女によっては、賃金格差が、実際には生じてい

るというところは、やはり非正規であるところで勤務年数が短いというところ

では、やはりそういった実態としては、賃金格差が出ているというような状況

と理解しております。 

 以上です。 

 

〇新里治利委員 こういう陳情はこれからも来ると思うんですけれど、これが

実態として、商工労働部は受け止めていますか。それとも、陳情のみの話で

今、処理方針というのは決めていますか。 

 

〇西垣紀子労働政策課長 私もこの要請文を見た、最初に初見のときに、やは

り今の時代に合っている内容なのか、ちょっと昔のことも掲載されているので

はないかというところは若干思ったところはございます。 

 その中で、やはり、求めたいというところはやはり記以降の１、２だと思い

ますので、やはりそれに伴って、１でありましたらやはり、誰もが、男女を問

わずですけれども、誰もが仕事と家庭を両立できるような環境整備をしていた

だきたい。 

 ２つ目は、最低賃金を全国一律というこの２点かなというところを、考えま

して、処理方針としては記載させていただいたというところでございます。 

 以上です。 
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〇新里治利委員 私も同感です。 

 要旨の内容と記の内容があまりにもかけ離れていて、なかなか理解し難いと

ころありますが、ただ私が何言いたいかというのは、沖縄県の労働の実情。 

 先ほど當間委員が言ったような中小零細、とても沖縄県というのは末端の、

末端といいますか、私の周りには建設業が多いですけれど、実は今建設業界に

も女性、結構進出という言い方はあれですけれど、私もずっと建設業をやって

いましたので、私のときは皆無でした。ほぼ皆無、型枠、解体工にちょこっと

いるかなぐらいでしたけれど、今ペンキから、ダンプの運転手、土木のオペレ

ーション、様々なところで女性が労働しております。 

 私これ経営者から聞いたんですけれど、例えば、経営者があした５名労働力

として派遣してくれないかと。５名という人数だけお願いしたら、変な話です

よ、５名男性が来るかなと思ったら、２人男性で３名女性だったというところ

で、同一労働同一賃金という考えでいくと、なかなか生産性の問題があってで

すね。実態としては５名派遣したから文句はないんですけれど、仕事の内容

と、合理的かつ効率的な作業内容でいくと、１日で終わるところが３日かかっ

たとかあるわけです。 

 ですから、商工労働部もですね、沖縄県の実態をしっかりと把握した中で、

こういった陳情というのは、先ほどの泡盛条例のときにも、私、答弁少し危な

いなと思ったんですけれど、答弁にはしっかり気をつけて、実態もちゃんと把

握した上で、処理方針もしっかりしたものを出してほしいなと思っていますの

で、私がどうこう言うあれではありませんが、なんて言うんですかね、この沖

縄県の特殊性といいますか、地域性というものをしっかり反映した上で、また

処理方針等々また政策にも反映してほしいなと思っています。 

 以上です。 

 

〇新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 座波一委員。 

 

〇座波一委員 新規の陳情第138号ですね、シルバーの件、先ほどから議論が

あります。 

 これそもそもシルバー人材センターなるこの事業ですね、これ省庁的にいう

とどこの所管で始まったんですかね。恐らく20年ぐらい前からやっているけ

れど。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 厚生労働省になります。 
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〇座波一委員 ですが、今、県は雇用政策という点では、ある意味では当初の

シルバーの理念という点をどのように、なんて言うかな、変わってきているよ

うな気がするんですよね。 

皆さんが今、シルバー人材を雇用という点で捉えているという点ではです

ね、そのシルバー立ち上がりの時点とちょっと違うような考え方が出てきてい

るのかなという感じがしますが、どうですか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 シルバー人材は労働というところをもって社会参加

というところなので、商工労働部の中にある労働部門が県の場合ございますの

で、国の場合、厚生労働省ということで労働が厚生労働省にあるので、そうい

った意味では理念は同じなのではないかと考えております。 

 

〇座波一委員 当時は、このお年寄りが生きがいとしてのシルバー人材という

のが主だったんですよ、このスタート時には。だけれど、今はですね、１つの

雇用の人材の在り方としての議論がされているということで、このシルバー人

材センターからの要望は、それに基づいているわけ。これ支えてくれと、シル

バー人材センターをね、これだけ社会的な役割も十分やってきているという。 

 だから、私はですね、いわゆる時代の流れがもう節目に来ているんじゃない

かなと。 

 人生100年時代とか、生涯現役とかという時代に今入ってきている中で、シ

ルバーの役割が変わってくるんじゃないかな、来ているんじゃないかなという

気がしているんですけれど、そういうのを感じませんか。 

 

〇新里恵美雇用政策課長 シルバー人材センターが、高齢期の社会参加により

生きがいを充実するという理念がありまして、高齢者、皆さん元気な中で、確

かにシルバー人材の加入者の年齢層も、70代が最も多い状況になっておりま

して、やはり60代の方というのは、引き続き就労されている方が多いという

状況の中で、やはりシルバー人材の在り方というのは、以前に比べて変わって

いるというところは実感しております。 

やはりでもシルバー人材というところは、短期臨時的な業務ということにな

っておりまして、報酬額としても月額３万円程度になっておりますので、やは

り就労という意味では、本格的な就労の場ではないという認識です。 

 今、先ほどからありますように、高齢者の雇用安定法におきまして65歳以

上の義務化ですとか、あと70歳以上の努力義務の中で、就労の継続というと
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ころが今、企業の中で進められているところですので、シルバー人材というの

はもう少し上の年代になってきているのかなというところがあります。 

 以上です。 

 

〇座波一委員 それは理解できます。 

 しかしながら、この世の中では人材不足という点が否めないということと、

先ほど話があったとおり低年金者が多いということから考えると、やはり、シ

ルバー人材センターで働こうとしている人たちというのはですね、やはりそう

いう社会的な立ち位置を求めていると思うんですよね。 

 ですから、そういうふうなことをシルバー人材センター連合会からのこの要

望としては、それを訴えたいんだろうと思っているんです。 

 しっかりとこの活動を支えて、この業務内容も、本当に人材がいないからで

きないようなことが結構あるじゃないですか。地域社会で空き家対策とか。そ

ういうふうに地域に還元するような、うまいやり方を誘導していったらどうか

と思うんですよ。 

 老老介護でも、２人で１人を介護するとか、そういったシステムをつくって

もいいぐらいですよ。 

 そういうふうな、ぜひ逆にシルバーを活用するという理念も入れたほうが今

後はいいかなと思っています。 

 陳情者の要望をしっかりと受け止めたほうがいいと思います。 

 部長は、どうですか。 

 

〇知念百代商工労働部長 委員おっしゃるように、社会の環境というのは非常

に変わってきました。その中でシルバー人材センターに求められる役割という

のも、変わってきています。 

 人手不足といった声もここ最近出てきたものでして、そもそものシルバー人

材というのは、生きがいであったり、健康の増進であったり、そういったとこ

ろが主とされてきたんですけれども、近年人手不足といったところの中で、そ

の業務を切り出していって、そういった開拓、業務をどれだけ広げられるかと

いったところにも今、力を入れて取り組んでいるような状況ですので、県とし

ても、高齢者の活躍、多様な人材の活躍を促進していく上でも、しっかりとシ

ルバー人材センターの活用なども念頭に入れながら進めていきたいなというふ

うに思っております。 

 

〇新垣淑豊委員長 よろしいでしょうか。 
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 全員質疑が終わりましたので、以上で商工労働部関係の陳情に対する質疑を

終結いたします。 

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部退席） 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっ

ております。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、議案等の採決の順序等について協議） 

 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 これより、議案の採決を行います。 

 乙第６号議案沖縄県奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、乙第６号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、乙第11号議案県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について

及び乙第12号議案県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収についての

２件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案２件は、可決することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 
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 よって、乙第11号議案及び乙第12号議案の２件は可決されました。 

 次に、請願等の採決を行います。 

 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたしま

す。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、議案等採決区分表により協議） 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、請願第10号、陳情第11号、同

14号、同24号、同43号、同45号、同63号、同73号、同88号及び同127号を採

択することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に、お諮りいたします。 

 請願第１号外２件、陳情令和６年第72号の２外26件を継続審査とすること

に御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に、決算特別委員長から依頼のありました、本委員会の所管事務に係る決

算事項の調査についてを議題といたします。 

 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあっ

た、認定第１号から認定第４号まで、認定第８号から認定第11号まで、認定

第13号及び認定第14号の決算10件を議題といたします。 

 ただいま議題となりました、決算10件については、閉会中に調査すること

としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、調査日程について協議した結果、調査日程案のとおり行う

ことで意見の一致を見た。） 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よってさよう決定いたしました。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点

について説明があった。） 

 

〇新垣淑豊委員長 再開いたします。 

 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査にあたっては、決算議案の審査等

に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては、決算特

別委員会と同様に取り扱うことにしたいと思いますがこれに御異議ありません

か。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。 

 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願３件及び陳情
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27件と、お示ししました決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を

閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に、お諮りいたします。 

 ただいま議決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につき

ましては、委員長に御一任願いたいと思いますがこれに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 以上で本委員会に付託された議案及び陳情の処理は全て終了いたしました。 

 次回は10月10日金曜日午前10時から委員会を開きます。 

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

 本日の委員会はこれをもって散会いたします。 
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